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高齢障害者看取り導入マニュアルの実装に向けた研究
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 検討委員会等は、表 1・２のとおり開催した。 

 

表１ 検討委員会の開催 

 日時 議題・場所（方法） 

１ 
回 

6 月 23 日 マニュアルの内容に関する検討 

15 時～17 時 オンライン 

２ 
回 

1 月 19 日 マニュアルとセミナーの内容の検討 

10 時～16 時 TKP 東京駅カンファレンスセンター 

３ 
回 

3 月 30 日 報告書の内容に関する検討 

10 時～12 時 オンライン 

 日時 議題・場所（方法） 

１ 
回 

6 月 11 日 視察までの流れの確認 

16 時～17 時半 オンライン 

２ 
回 

7 月 1 日 2025NSW̲VIC 視察 

16 時～17 時半 オンライン 

３ 
回 

7 月 17 日 視察計画についての議論 

9 時～10 時 オンライン 

４ 7 月 22 日 知的障害者の健康に関する議論 

回 16 時半～18 時 オンライン 

５ 8 月４日 オーストラリア視察に関して 

回 11 時～12 時 オンライン 

６ 10 月 8 日 知的障害の看取りに関する議論 

回 9 時～10 時 オンライン 

７ 12 月 4 日 終末期に関する意見交換会 

回 8 時半～10 時半 オンライン 

８ 1 月 26 日 顔合わせと意見交換 

回 13 時半～15 時 生活事業所でいず のうす 
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表２ 2025 年度ヒアリング調査・視察先一覧 
日程  ヒアリング先 

8/23 当事者 メルボルン市内 

8/24 医療従事者 メルボルン市内 

8/25 機関 PCV 本部  

8/25 大学 （オンライン）フリンダース大学 

8/26 機関 VALID 本部  

8/28 大学 シドニー大学 

8/29 施設 Maroba Manor 

8/29 ホスピス 
Calvary Mater  
Newcastle Mercy 

8/29 医療機関 John Hunter 病院 

8/30 家族 オンライン 

11/4 ホスピス リホープ 

11/17 大学 文京学院大学 

12/4 医療機関 
South East Sydney LHD/ 
Prince of Wales Hospital 

12/25 医療機関 秩父学園 

2/5 施設 近江ふるさと会 

2/19 施設 侑愛会 

3/4 施設 つつじヶ丘学園 

3/10 施設 陽気会 

略語 正式名称 主な対象 役割 主な活用場面

TEL

Talking End
of Life (with
people with
intellectual
disability)

知的障害の
ある人を支
援する支援
者、家族、保
健医療福祉
職等

終末期や意
思決定に関
する理解と対
話を支援する
教材・ツール
である。

本人への説
明、意思決定
支援、ACP支
援、支援者研
修等で活用さ
れる。

VALID

Victorian
Advocacy
League for
Individuals
with
Disability

知的障害の
ある人、その
家族、支援
者

知的障害の
ある人の権
利擁護を担う
団体である。

本人の意思表
明支援、権利
擁護、分かりや
すい情報提供
等の場面で関
与する。

PCV

Palliative
Care
Victoria

緩和ケア従
事者、関連
機関、患者・
家族、地域
社会

ビクトリア州
における緩和
ケア推進のた
めのピーク団
体である。

政策提言、普
及啓発、人材
育成、連携促
進、情報提供
等の場面で機
能する。
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全国老人福祉施設協議会「特別養護老人ホ

ームにおける看取りの推進と医療連携の

あり方調査研究事業 報告書」 

https://www.mhlw.go.jp/file/06-

Seisakujouhou-12300000-

Roukenkyoku/0000140277.pdf 

厚生労働省「令和６年度障害福祉サービス

等 報 酬 改 定 に つ い て 」  

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakun

itsuite/bunya/0000202214_00009.h

tml

厚生労働省「令和６年度介護報酬改定につ

い て 」

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage

_38790.html 
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知的障害者への ACP に関する現状と課題の把握 

－文献レビューによる整理－ 
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知的障害者支援施設や共同生活援助事業所における 

看取り導入マニュアルの検証 
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オーストラリアにおける意思決定支援/ACP の、仕組み、

実装課題、専門的支援者との連携に関する報告 
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研究要旨 

本研究は、障害者支援施設や共同生活援助事業所等における高齢障害者への看取りマニュアルの

実装に向け、オーストラリアにおける視察を通じて、知的障害者の終末期支援に関する意思決定支援

や ACP に関する、制度、実践、教育、当事者参画の実際を把握し、日本での看取り支援のあり方を検

討したものである。豪州では、ACP、代理意思決定、多職種連携、当事者参加、特に、Easy Read 資

料、支援者教育等が比較的整備され、本人の希望を生活全体の延長として支える実践がみられた。今

後の日本の看取り支援では、終末期の医療判断だけでなく、日常生活の中で本人の価値観や選好を把

握し、共有する仕組みが必要である。 
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障害者支援施設等における看取り支援に必要な構造 
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障害者支援施設等における看取り支援に必要な構造 
 

 

分担研究者：本名 靖（社会福祉法人 本庄ひまわり福祉会） 

研究要旨 

昨年度、障害者支援施設での看取りの体制整備について若干の報告をした。今年度は、知

的障害者施設の看取り支援に必要な構造について検討したい。障害者支援施設では、地域

移行などに関する意思の確認が必須となり、利用者の意思をどのように確認するのかが大

きな課題となっている。特に重度の知的障害者の意思をどのように確認するのか、看取り

に関しても同様の課題がある。この点に資する資料としたい。 

A.概要と目的 

 障害者支援施設及びグループホームにお

ける看取り支援に関して、これを目的とす

る。  
簡単に障害児者の実態から確認したい。 

図１，表１の通り、身体障害児者 436 万人、

知的障害児者 109.4 万人、精神障害者 614.8

万人と併せて、1,100万人を越えている状況

となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 障害種別で生活の場を施設とする児者の

割合が高いのは知的障害児者であることも

わかる。知的障害児者全体の 13.2 万人

(12％)が施設で生活している（表１）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この点からも、知的障害児者が通常の社

会では生活しづらいので、施設で生活する

しかない状況が推測できる。 

そのような施設の状況で「看取り」につい

て障害者支援施設がどのような構造を持た

ねばならないのかを検討する。 

図１ 障害児者の数 
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Ｂ．方法 

 「看取りに関する研究会」を 2026 年 1月

に開催し、それぞれの施設・事業所（障害者

支援施設・共同生活援助）の看取りに関する

課題を短時間で発表したので、その内容の

まとめと、「障害者地域生活支援も踏まえた

障害者支援施設のあり方に係る検討会第 4

回資料」及び「障害者の地域支援も踏まえた

障害者支援施設の在り方に係る調査研究」

の成果から検討し、課題を整理する。 

 
表 2 看取りに関する研究会参加者 

no 参加施設・事業所 役職 

1 訪問の家 理事長 

2 管間在宅診療所 所長 

3 Neighborhood Care 代表理事 

4 日本社会事業大学 教授 

5 
コミュニティーアンドコミュ

ニティーホスピス 

事務局 

6 文京学院大学 准教授 

7 筑波大学・SDMJ 代表 

8 ロザリオの聖母の会 所長 

9 つつじヶ丘学園 理事長 

10 ゆう愛荘 施設長 

11 障害者支援施設ふるさと  

12 訪問看護ステーション en 代表 

13 東京福祉大学 教授 

14 陽気会陽だまり園 施設長 

15 白州いずみの家 施設長 

16 厚生労働省 専門官 

17 国立のぞみの園 4 名 

 
 

Ｃ．研究結果 

第１項 障害者の地域生活も踏まえた障害 

者支援施設の在り方に係る検討会 

資料から 

 障害者支援施設に求められる役割・機能、

に関して、「障害者総合支援法では、基本理

念に沿って、可能な限り地域社会において

 
1 第４回障害者の地域生活支援も踏まえた障害者

他の人と共生することを支援することが障

害者支援施設に求められる役割や機能、あ

るべき姿である1。」ことが示された。 

 このあるべき姿に関して 4 点が指摘され

ている。 

 

１）利用者の意思・希望の尊重 

どこで、誰と、どのように生活したいか本

人の意思・希望が尊重される意思決定支援 

の推進が重要であり、本人にわかりやすい

情報を提供するよう配慮するとともに、あ 

らゆる場面で体験や経験を通じた選択の機

会を確保し、本人の自己実現に向けた支援 

を行う必要がある。その際、脱施設化ガイド

ラインにおける「施設」の典型的要素を、可

能な限り減らしていくことに留意する必要

がある。 

 

表３ 施設の典型的要素 

no 項目 

1 

介助者を他人と共有することが義務付け

られ、誰に介助してもらうかについての意

思表示権がない、または制限されている  

2 
地域での自立した生活から隔離され、分離

されている 

3 日々の決定をコントロールできない 

4 
誰と暮らすかという関心事についての本

人の選択肢がない 

5 
個人の意思や希望に関係なく、日常生活

が厳格である 

6 
一定の管理のもと、個人が属するグループ

単位に、同じ場所でほぼ同じ活動を行う 

7 
サービス提供が父権主義的アプローチで

ある 

8 生活環境を監督する 

9 同じ環境に障害のある人が偏っている 

 
２）地域移行を支援する機能 

 施設から地域生活への移行を支援する機

支援施設の在り方に係る検討会資料２ R7.9.16 
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能として、地域と連携した動機付け支援や 

地域移行の意向確認等に取り組む必要があ

る。 

 

３）地域生活を支えるセーフティネット機 

  能 

 地域生活を支えるセーフティネットとし

て、地域での生活が困難となった場合の一

時的な入所や、施設の有する知識・経験・支

援技術等の専門性の地域への還元、緊急時

や災害時における地域の拠点としての活用

を推進する必要がある。 

 

４）入所者への専門的支援や生活環境 

強度行動障害を有する者や医療的ケアが

必要な者などへの専門的な支援の更なる 

推進や、重度化・高齢化した利用者への対

応、終末期における看取りまでの支援は、地

域における支援体制づくりも求められてい

るが、特に障害者支援施設において強く求

められている役割として重要である。また、

入所者の暮らしの質の向上に資する生活環

境（居室、日中活動など）にすることが特に

重要必要である。 

 以上の内容から、「終末期における看取り

の支援」は障害者支援施設の専門的な支援

内容として求められていることがわかる。 

 

第２項 地域移行の確認 

令和６年度障害福祉サービス等報酬改定

では、すべての入所者に対して地域生活へ

の移行に関する意向や施設外の日中活動系

サービスの利用の意向について確認し、本

 
2 障害者支援施設における支援者のための地域移

行等の意向確認マニュアル R7.3 PwC コンサル

ティング合同会社 

人の希望に応じたサービス利用になるよう

にしなければならないことが入所施設の一

般原則に規定されるとともに、地域移行等

意向確認担当者の選任や、地域移行等意向

確認等に関する指針の作成が規定され、令

和８年度からは義務化されることが決定し

た。これにより、入所者の希望に沿った地域

生活への移行に向けた支援体制だけでなく、

入所者の意向に沿ったサービス提供の支援

体制が一層強化されることが期待されてい

る2。 

 この内容を踏まえれば、「看取り」に関し

ても利用者の意向に沿ったサービスを提供

しなければならないという理念を施設が持

つ必要があることが示されたといえる。 

 

 

Ｄ．考察 

第 1項 支援内容の変更による施設の支援 

内容 

１）本人の意思について（看取りの土台） 

 昨年度、下図のような構造が障害者支援

施設には必要であることを示した。 
 
 
 
 
 
 
 
 
看取りの土台となる「本人の意思の確認」

をする体制をどのように整えるのか、その
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構造が問われていることになる。 

 意思決定支援の定義は「意思決定支援と

は、自ら意思を決定することに困難を抱え

る障害者が、日常生活や社会生活に関して

自らの意思が反映された生活を送ることが

できるように、可能な限り本人が自ら意志

決定できるよう支援し、本人の意思の確認

や意思及び選好を推定し、支援を尽くして

も本人の意思及び選好の推定が困難な場合

には、最後の手段として本人の最善の利益

を検討のために事業者の職員が行う支援の

行為及び仕組みをいう3。（下線筆者）」 

 検討しなければならない内容の第一点と

して、「可能な限り本人が自ら意思を決定で

きるよう支援し」という記載である。この内

容を真摯に受け止めれば、これまでの障害

者支援施設の支援を全面的に反省しなけれ

ばならない内容である。 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

これまでの支援は利用者が施設からはみ

出している赤丸で囲んだ三角の部分を四角

の施設の中にどのように適応させるのかと

いう支援でしかなかったように思われる。 

施設は日課という厳然とした法則を持ち、

 
3  障害福祉サービス等の提供に係る意思決定ガイ

ドラインについて 障発 0331 第 15 号 H29 年 

厚生労働省社会・援護局 障害保健副支部長 

その日課に利用者を押し込むことが支援で

あるとしていたように思われる。 

意思決定ガイドラインが求める施設支援

の構造は以下の図４のようになると思われ

る。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 利用者に合わせて施設の支援の幅を広げ

いくような構造を持つ必要がある。そうで

なければ、利用者が自らの意思を決定でき

るような状況は生まれない。 

 また、施設が上記のような柔軟性を持て

ば、利用者の意思の形成が育まれ、意思の表

明がこれまでよりも顕著になっていくので

はないのかと思われる。 

 
２）看取りに関する施設の方針 

障害者の地域生活も踏まえた障害者支援

施設の在り方に係る検討会資料では、「終末

期における看取りまでの支援は、地域にお

ける支援体制づくりも求められているが、

特に障害者支援施設において強く求められ

ている役割として重要である。」ことが示さ

れていた。 

この内容から、障害者支援施設では「看取

 

 施設 

利用者 

図３ 施設と利用者の関係 

施設 

 利用者 

図４ 施設と利用者の関係 

施設 
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りに関する施設の方針」を作成することは

必然的な内容であることが示されたと考え

ることができる。 

看取りに関する施設の方針があることも

大切であるが、その方針を職員が理解し、推

進していく体制がなければ、意味がないと

思われる。 

 看取りに関する施設の方針をどのような

手順で作成するのかが問われることになる。

施設の管理職が作成するのではなく、施設

の各部署の新人職員を含むチームを作成し、

看取りに関する施設の方針を作成すること

が望まれる。 

 
３）看取りの体制整備（施設の人的・物理的

環境整備と地域との連携） 

 施設の人的環境整備は看取りに関する職

員研修の構築である。看取りの方針をチー

ムで作成し、その内容を施設内で共通認識

するための作業工程をどのようにするのか

が問われている。 

施設職員の共通認識の形成には、単に情

報を共有するだけでは不十分で、以下の３

層が重要であることが報告されている。 

 

① 価値観（理念・倫理レベル） 

ここがずれると同じ場面でも支援の方向性

がずれる。 

・利用者主体（自己決定の尊重）  

・権利擁護  

・ノーマライゼーション 

 

②判断基準（判断レベル） 

 ・利用者のニーズの捉え方 

 ・行動の意味づけ 

（問題行動 vs 表現行動） 

 ・リスクの評価 

 

③具体的支援（行動レベル） 

 ・個別支援計画の実施 

 ・支援手順書の履行 

 ・環境調整の仕方 

 

施設の物理的環境整備では、看取りを実

施するための建物環境はどのような設備が

必要なのかを協議する必要がある。 

①看取りのための個室 

②保護者の寝泊まりする部屋等が必要で

あると考えられる。 

 

最後に地域との連携では、 

①協力医療機関との連携 

②訪問看護ステーションとの連携 

（共同生活援助では使える可能性がある） 

③市町村の障害福祉課との連携  

等が考えられる。 

 

Ｅ．結論 

看取りの体制の整備の構造は、施設の内

部から徐々に広がり地域へと広がりを見せ

る構造であることがわかる。 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 図５ 看取り支援の体制整備の構造 

地域との連携 

物理的環境整備 

人的整備 

39



単に施設内に目を向けるのではなく、施設

から地域までも見通して体制を整備するこ

とが求められている。 
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介護福祉士養成における看取り介護教育の課題 

－大学での授業実践から－ 
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分担研究報告書 
 

介護福祉士養成における看取り介護教育の課題－大学での授業実践から－ 

                               
分担研究者：出村 早苗 (文京学院大学) 

研究要旨 
 介護福祉士養成課程カリキュラムでは、看取りに関連する授業が複数科目あり、必修科目として位置づけ

られている。各科目には想定される教育内容の例があり、指定教科書を基に授業が展開される。本稿では看

取り介護関連必修科目「生活支援技術」を取り上げ、年代が若く死に触れた機会が少ない学生達を対象とし

た授業内容の一例と教材紹介、大学における看取り介護教育の実践から考察を行った。 

 授業実践から、看取り介護教育では段階的学びを意識した授業展開が望ましく、3 つの段階として、①死

生観の土台づくり、②イメージを持つ、③具体的な支援内容を学ぶ、ことがあげられた。各段階ごとに教具・

教材を導入することが効果的であると考える。また、生と死に関する授業内容となることから、個々の背景

により本科目の授業内容が辛いと感じる学生がいることを想定して授業準備を行う必要があること、具体的

に授業で実践している配慮事項についてまとめた。 

 高齢障害者への看取り支援の重要性が増す中、今後の課題として、障害分野の看取りに関する教育内容の

検討があげられる。そのためには、障害分野の看取りの現場で求められる支援を明らかにし、現場との接続

性のある教育内容の検討が必要である。 

 
A. 研究目的 
 介護福祉現場では日常生活支援の先に、その人

の人生の終焉があることも多く、人の生から死ま

でを支える介護が求められる。介護福祉士は生活

の場での看取りにおいて、最期の時まで本人が望

む生き方を支えることになる。最期の時までの生

き方を支えるためには、本人の思いや願いを理解

し、寄り添う姿勢が必要となるだけでなく、看取

りに対する幅広い知識が求められる。危篤時や臨

終期における身体機能の変化に対する知識、死に

臨む本人が感じるさまざまな苦痛を緩和するため

の介護方法、家族に対する支援、死後の介護、死

別の悲しみに対するグリーフケアなどの知識を持

ち、看取りに携わることになる。そのため、介護

福祉士養成課程カリキュラムでも、看取り介護教

育が必修科目として位置づけられており、養成校

ルートで資格取得を目指す学生は事前に看取りに

必要な知識を学ぶ体制がある。 

本稿は、看取り介護の授業を担当する教員とし

て取り組んできた授業実践から、若い年代の学生

に看取り介護教育を行う上での課題を探る。看取

りに携わる専門職を育てるために必要となる教育

内容について検討し、学生にどのように伝えてい

くことが望ましいのか、大学での看取り介護教育

の実践から考察する。 

 

B. 研究方法 
 介護福祉士養成課程の必修科目として位置づけ

られている科目のうち、看取り介護に関する科目

について整理し、そのうちの 1科目「生活支援技
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術」での授業内容を取り上げ、授業における配慮

事項、教具・教材の使用目的等から、今後の介護

福祉士養成課程における看取り介護教育の課題を

明らかにする。 

 

C. 研究結果 
(1)介護福祉士養成課程での看取り介護教育内容 

 介護福祉士資格取得ルートは、「養成施設ルー

ト」、「実務経験ルート」、「福祉系高校ルート」、「経

済連携協定(EPA)ルート」の 4 つに分かれており、

本学は「養成施設ルート」の中の「介護福祉士養

成施設(2年以上)」に該当する。カリキュラム総時

間は 1850 時間となり、必修科目を修めた後に国家

試験受験資格を得て、国家試験受験、合格後に介

護福祉士資格を取得する流れとなる。 

介護福祉士のカリキュラムは、4つの領域、15

の教育内容に分けられている。各領域の目的・教

育内容・教育内容のねらい・教育に含むべき事項・

留意点・想定される教育内容の例が示されており、

この教育内容例に沿って授業が展開される。表１

は、介護福祉士養成課程のカリキュラムで示され

ている領域と教育内容一覧である。太字に下線と

した 5つが看取り介護に関する教育内容があり、

「想定される教育内容の例」に看取り介護教育に

関する記載がある。 

 看取りに関する教育内容は複数の必修科目(科

目名「生活支援技術」、「こころとからだのしくみ」、

「認知症の理解」、「介護の基本」、「人間の尊厳と

自立」)として位置づけられているが、そのうち、

「想定される教育内容の例」に看取りに関する詳

細が記載されている教育内容は、「生活支援技術」

と「こころとからだのしくみ」となる。介護福祉

士養成課程のカリキュラムの中では、主にこの 2

科目において看取りに関して詳しく学ぶ体制とな

る。 

 

表１．介護福祉士養成課程の領域・教育内容一覧 

領域(4 つの領域に分かれる) 教育内容(15 の教育内容に分かれる) 

人間と社会 人間の尊厳と自立 
人間関係とコミュニケーション 

社会の理解 

人間と社会に関する選択科目 

介護 介護の基本 
コミュニケーション技術 

生活支援技術 
介護過程 

介護総合演習 

介護実習 

こころとからだのしくみ こころとからだのしくみ 
発達と老化の理解 

認知症の理解 
障害の理解 

医療的ケア 医療的ケア 

「介護福祉士の教育内容の見直しを踏まえた教授方法等に関する調査研究事業報告書『介護福祉士養成課程

新カリキュラム教育方法の手引き』」(2019) 公益社団法人日本介護福祉士養成施設協会 を基に作成  

 

本稿では、科目名「生活支援技術」での看取り 介護教育を取り上げる。表 2 は、必修科目「生活
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支援技術」の「人生の最終段階における介護」で

想定される教育内容の例となる。各科目ごとに教

育に含むべき事項や想定される教育内容の例があ

り、授業は基本はこの内容で進められる。また介

護福祉士養成課程の想定される教育内容の例に沿

った指定教科書を使用した授業展開となる。今回

取り上げる「生活支援技術」では、指導教科書以

外の文献、視聴覚教材等を併用している。 

 

表２ 必修科目「生活支援技術」看取り介護で想定される教育内容の例 

領域 科目 教育に含むべき事項 想定される教育内容の例 

介護 生活支援技

術 

人生の最終段階に 

おける介護 

1）人生の最終段階とは 

  ・人生の最終段階の社会/文化的/心理的/身体的 

意義と目的 

  ・死の準備教育 

２)人生の最終段階にある介護の視点 

  ・尊厳の保持 

  ・生きることを支える介護 

  ・意思決定支援(ACP アドバンス・ケア・プランニング) 

３)人生の最終段階を支えるための基本となる知識と技術 

  ・終末期の経過に沿った生活支援 

  ・心理的支援、環境の調整 

  ・安楽の技法 ・急変時と対応 

  ・臨終時のケア・死後のケア 

４)家族・介護職が「死」を受け止める過程 

  ・グリーフケア・デスカンファレンス 

「介護福祉士の教育内容の見直しを踏まえた教授方法等に関する調査研究事業報告書『介護福祉士養成課程

新カリキュラム教育方法の手引き』」(2019) 公益社団法人日本介護福祉士養成施設協会 を基に作成  

 

 なお、科目「こころとからだのしくみ」におけ

る看取りケアで想定される教育内容の例は、表 3

の通りである。科目「生活支援技術」の想定され

る教育内容の例と重なる項目も多いが、科目「生

活支援技術」では、介護福祉の現場で必要となる

看取りに関する生活支援技術について学ぶことに

なる。 

 

表 3 必修科目「こころとからだのしくみ」看取り介護で想定される教育内容の例 

領

域 

教

育

内

容 

教育に含むべき事

項 

想定される教育内容の例 

こ

こ

ろ

と

か

ら

こ

こ

ろ

と

か

ら

人生の最終段階の

ケアに関連したこ

ころとからだのし

くみ 

1）人生の最終段階に関する「死」のとらえ方 

  ・死のとらえ方・生物学的な死・法律的な死・臨床的な死・尊厳死・安

楽死 

  ・リビングウイル 

  ・意思決定支援(ACP アドバンス・ケア・プランニング) 

２）「死」に対するこころの理解 
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だ

の

し

く

み 

だ

の

し

く

み 

  ・「死」に対する恐怖・不安・「死」を受容する段階 

  ・家族の「死」を受容する段階 

３)終末期から危篤状態、死後のからだの理解 

  ・終末期から危篤時の身体機能の低下の特徴(終末期の特徴、 

   危篤時の変化（死の三徴候など）・死後の身体変化 

４）終末期における医療職との連携 

  ・終末期から危篤時に行われる医療の実際(呼吸困難時、疼痛緩和など） 

  ・終末期から危篤時、臨終期の観察のポイント 

  ・介護の役割と医療との連携・その他(死亡診断書・死後の処置など） 

「介護福祉士の教育内容の見直しを踏まえた教授方法等に関する調査研究事業報告書『介護福祉士養成課程

新カリキュラム教育方法の手引き』」(2019) 公益社団法人日本介護福祉士養成施設協会 を基に作成  

 

障害分野の必修科目として位置づけられる「障

害の理解」における「想定される教育内容の例」

が表 4となる。看取りに関する想定される教育内

容の例は記載がないが、指導教科書を確認すると、

「想定される教育内容の例」の中の「ライフステ

ージの特性と障害の影響」、「ライフステージごと

の支援方法」に該当する箇所で看取りに関係する

記述がある。表 5は本学で使用している教科書か

ら、関連する該当箇所を抜粋したものである。障

害分野での看取りについては記載箇所が少ない状

況であるといえる。 

 

表 4 必修科目「障害の理解」看取り介護で想定される教育内容の例 

領

域 

教

育

内

容 

教育に含む

べき事項 

留意点 想定される教育内容の例 

こ

こ

ろ

と

か

ら

だ

の

し

く

み 

こ

こ

ろ

と

か

ら

だ

の

し

く

み 

③障害のあ

る人の生活

と障害の特

性に応じた

支援 

障害のある人のライフステー

ジや障害の特性を踏まえ、機能

の変化が生活に及ぼす影響を

理解し、QOL を高める支援につ

ながる内容とする 

2）生活と障害 

・ライフステージの特性と障害の影響 

・ライフステージごとの支援方法 

・サービスの種類とサービスを受ける方法 

「介護福祉士の教育内容の見直しを踏まえた教授方法等に関する調査研究事業報告書『介護福祉士養成課程

新カリキュラム教育方法の手引き』」(2019) 公益社団法人日本介護福祉士養成施設協会 を基に作成  

 

表 5 必修科目「障害の理解」指導教科書での看取り介護記載箇所 

教育内容「障害の理解」指導教科書「知的障害」に関する記載一部抜粋 
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(4)高齢期  

   高齢期は、青年期・壮年期よりもさらにたくさんの支援を受けながら生活する場合が多くなります。

支援の量が増えても、「1人の人」として人生の課題に取り組むことが重要で、尊厳を大切にしながら支

援することが大切になります。 

 1．知的障害のある人にとって大切なこと 

  ・日常生活や社会生活において、できていたことができなくなっていくことや、心身機能 

が衰えていくことに対応する 

  ・新たにあらわれた病気に対応する 

  ・心身機能や生活状況に応じたサービスを利用し、適応する 

  ・身近な人を含めた死に対応する     

 2.家族や支援者にとって大切なこと 

   知的障害のある人の高齢期に、周囲の人が留意しなければいけない点がいくつかあります。障害のあ

る人に老いの自覚がない場合には特に気をつけて、尊厳をそこなわないように関わっていく必要があり

ます。 

   留意点の 1つ目は、障害のない人よりも老化が早い場合があることです。老化が始まっていても、知

的障害のある人自身に自覚がない場合もあります。いままでできていたことができなくなってきたこと

に気づいたら、認知症や精神疾患(うつ病等)の可能性を考え、早期に受診してもらえるよう、話し合い

ましょう。 

   2 つ目は、病気への注意です。知的障害のある人の死因の多くが、障害のない人のものとは異なって

いるということが指摘されています。知的障害が軽度の場合でも、複雑な因果関係の理解は難しいため、

心身の不調(結果)が、見た目ではわからないからだの内部の変調によるもの(原因)とは自覚することが

できず、心身の状態を適切に訴えられずに、受診が遅れてしまう場合もあります。定期的に受診できる

よう、環境を整えていくことが重要です。 

引用文献「最新介護福祉士養成講座 14 障害の理解」介護福祉士養成講座編集委員会/編 中央法規出版

(2022) p170 

 

(2)科目「生活支援技術」看取り介護の授業におけ

る配慮事項 

 本学受講対象学生の年齢は、十代後半から二十

代前半となり、身近な人の死を経験していない学

生が多い。死に触れた機会がない学生にとり、教

科書にある看取り介護の具体的な知識から授業が

入ると、看取りのイメージが持てないまま、死に

関わることが怖いという記憶だけで授業が終わる

可能性もある。また受講後、看取りに関して、抵

抗がある、苦手意識があるという記憶だけが残る

場合、介護福祉現場で実際の看取りを経験した際

にはさらに大きなとまどいとなることも予測され

る。そのため、看取りに関する授業を受けるにあ

たり、死に対する過度の不安や恐怖を感じたり、

授業内容に抵抗がある学生がいるかもしれないこ

とを想定した授業体制を検討している。看取り介

護に関する科目は必修科目となり、介護福祉士を

目指す学生に受講しないという選択肢はない。生

と死に関して考えざるを得ない授業内容となるこ

とから、他科目よりも配慮が必要な科目であると

考えている。 

 まず本科目では段階的な学びを特に意識して、

授業を構成している。十代後半から二十代前半の

学生への看取り介護教育では、具体的授業内容に

入る前の準備段階が必要となると考えている。こ

の段階的な学びについては、介護福祉現場におけ

る職員への看取り介護教育・研修等でも同様とな

ることが予測される。 
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表 6は、看取り介護教育における 3つの段階と

なる。第 1に、死について考える機会をつくる。

死に触れた機会がない学生にとり、死について考

えてみることから始まり、やがて自らも親しい人

との死別があるかもしれないこと、そして自らが

死を迎える時にどのような生き方を望むのか等、

自分自身の死生観の土台づくりに繋がればよいと

考える。第 2に、視聴覚教材を使用、または介護

福祉実習を通した経験から、生きることや死ぬこ

と、看取りに関してイメージを持つことである。

教科書の文字だけを捉えるのではなく、看取りの

現場を体感することが必要となると考えている。

ここでは、特に生活の場における看取りが体感で

きる教材を選択している。第 3の段階として、看

取り介護に関する具体的知識、技術を学んでいく

段階となる。この第 3 の段階が介護福祉士養成課

程テキストに記載されている内容となり、ここで

必要な知識を身につける。第１、第 2の段階は、

死への準備教育に該当する。この準備教育を経て、

第 3の段階に移行することが望ましいのではない

かと考える。 

 

表 6 看取り介護教育における 3 つの段階  

 

➀死生観の土台づくり 

死について考える機会をつくる 

 

 

➁イメージを持つ 

DVD 視聴または実習現場での経験 

 

➂必要な知識を身につける 

看取りケアについて具体的に学ぶ 

 

 次に看取り介護に関する授業開始前のアンケー

トを実施している。親しい者との死別を経験して

いない学生が多い一方で、既に死別経験をしてい

る学生も一定数おり、該当学生が当時を想起する

ような授業内容もある。アンケートの目的は、身

近な人の死を経験後、日が浅い学生や、人の死に

関して向き合うことが辛いと感じる学生がいるか

もしれないことを想定し、事前に学生の状況把握

をするためである。 

表 7は、実際に授業にて使用しているアンケー

ト用紙の文面となる。看取り介護の授業に入る前

に試験を実施するため、試験用紙の中にアンケー

トを組み込んでいる。他者の目を気にする学生も

いることから、学生同士で記載をしたことがわか

らないようにするため、試験時間を使用している。 

 

表 7 科目「生活支援技術」看取り介護の授業開始前のアンケート用紙文面 

 

以下、採点対象外です。生活支援技術 E、前半の「入浴・清潔保持の介護」については本日で終了します。

後半は「看取り介護」について学ぶ予定です。 

後半の授業は、生きることや死ぬことに関して考える機会が多い授業内容となります。必修授業であるた

め、皆さんが授業の選択をできませんが、この授業を受けるにあたりどうしても向き合うことがつらい、演

習等に関して不安があるという学生さんがいらしたら、事前に教えてください。 

授業にて特別な配慮(授業の欠席など)ができるわけではありませんが、皆さんの状況の把握をするために

毎年お聞きしています。詳しい事情まで記載する必要はありません。答えられる範囲で構いません。特にな

い場合には、何も記載する必要はありません(前半の授業の感想などがあれば、自由に記載してください)。 

 

 

 用紙に記載をする学生の中には、授業を受ける

ことが辛いと予測される背景がある学生もいる。

該当学生がいる年度は授業後の様子、DVD 視聴後の

様子を特に気にかけるようにしている。直接授業

後に声をかける場合もあるが、見守る形が多い。
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これまで授業内容に向き合える状況にない学生へ

の個別の対応をしたこともある。状況から授業に

向き合えないのは当然と思われる背景があり、本

人の希望があり個別面談を行い対応をしている。

この対応では、学生が不安を感じている授業回に

該当する日程を伝えて欠席を認めている。単位に

影響する状況は生じず、個別に授業回の資料配布

を行う対応を行った。これらの対応は、本学の特

色として少人数教育でいつもと違う学生の様子を

教員が把握しやすい環境、フォローしやすい体制

が学内にあるため可能となっているが、学生数に

よっては把握が難しくなるかもしれない。また表 7

にある通り、アンケートに事情を記載したことで

出席状況に関して特別な配慮ができるわけではな

いため、この学生に関しても、欠席授業回を出席

として扱うなどの対応は行っていない。ただ授業

担当教員が本人の背景を把握していることは、授

業内容に不安や辛さを感じている受講学生にとっ

ては安心感につながる可能性は高いのではないか

と考えている。 

他、看取りのドキュメンタリーを視聴前には、

生きていた方が亡くなる場面があること、看取り

期の呼吸の変化やお別れの場面があること、ご遺

体となられてからのご本人が映し出された映像が

あることを伝え、見ることが辛い場面がある学生

は見ないという選択も認める説明をしてからの視

聴としている。細かく事前に映像内容を提示する

ことで、学生が心の準備ができる時間を設けてい

る。 

本科目では配慮をした上で、介護福祉士は人の

人生の最期まで深く関わることのできる専門職で

あること、だからこそ事前に生と死について考え、

看取りに関する教育を受ける必要があることを伝

えている。 

 

(3)看取り介護教育内容と使用教具・教材 

科目「生活支援技術」の看取り介護に関する授

業は、90 分×15回(2025 年度)の授業となる。基本

は介護福祉士養成課程の教科書があり、必要な知

識を身につけることに関しては教科書を基本に授

業を展開するが、前述した通り 3つの段階を意識

した授業構成となる。授業にてこれまで使用して

きた教具・教材が表 8 となる。授業回数が決めら

れており、その中で必要な知識を身につける必要

がある。そのため、視聴覚教材に関しては、年度

により変更することもあり、すべての教材を同年

度に使用しているわけではない。また文献は、学

生に文献の中の 1つのエピソードを紹介、一部抜

粋などの使用方法となる。 

 

 

表 8 科目「生活支援技術」介護福祉士養成課程教科書以外の教具・教材一覧 

NO 種類 タイトル 著者/出版社/出版年 使用段階 

1 

 

文献 「死にカタログ」 寄藤文平/大和書房/2005 年 ①死生観の土台づくり 

2 文献 「デス・エデュケーション展開

ノート」 

吉田晴彦/清水書院/2010 年 ①死生観の土台づくり 

3 文献 「日野原重明の世界 人生を色

鮮やかに生きるための 105 の言

葉」 

新老人の会編集協力/中央

法規出版/2017 年 

①死生観の土台づくり 

4 文献 「死とどう向き合うか」 アルフォンス・デーケン/日

本放送出版協会/1996 年 

①死生観の土台づくり 

5 ボード

ゲーム 

「エンディングゲーム」 omniheal/2024 年 ①死生観の土台づくり 
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6 DVD 「十歳のきみへ いのちの授

業」 

日野原重明/公益財団法人

笹川保健財団/2007 年 

①死生観の土台づくり 

7 DVD 「memento.mori秋田2007 『死』

を見つめ、『今』を生きる」 

公益財団法人笹川保健財団

/2007 年 

①死生観の土台づくり 

 

8 DVD 「memento.mori鳥取2008 『死』

を見つめ、『今』を生きる」  

公益財団法人笹川保健財団

/2008 年 

①死生観の土台づくり 

 

9 DVD 「ホスピス緩和ケアの歩み～日

本財団ホスピス研究会活動報

告～」 

公益財団法人笹川保健財団

/2008 年 

 

①死生観の土台づくり 

10 絵本 「悲しみのゴリラ」 ジャッキー・アズーア・ク

レイマー他/クレヨンハウ

ス/2020 年 

①死生観の土台づくり 

※授業後半グリーフケアの

授業回で回覧 

11 絵本 「けんちゃんのもみの木」 美谷島邦子・文、いせひで

こ・絵/BL 出版/2020 年 

①死生観の土台づくり 

※授業後半グリーフケアの

授業回で回覧 

12 文献 「死を看取る医学 ホスピスの

現場から」 

柏木哲夫/日本放送出版協

会/1997 年 

②イメージを持つ 

13 文献 「墜落現場 遺された人たち」 飯塚訓/講談社/2001 年 ②イメージを持つ 

14 DVD 「高齢者とともに生きる『“最

後”までの日々』より」 

NHK エンタープライズ/実教

出版株式会社/  2007 年 

②イメージを持つ 

15 DVD 「老衰死 穏やかな最期を迎え

るには」 

NHKスペシャル/NHK/2015年 ②イメージを持つ 

16 DVD 「在宅ホスピス医・川越厚」 プロフェッショナル仕事の

流儀/NHK/2014 年 

②イメージを持つ 

17 DVD 「家で親を看取る その時 あ

なたは」 

NHKスペシャル/NHK/2013年 ②イメージを持つ 

18 DVD 「『在宅看取りとグリーフケア』

患者が退院したその後に映画

『ずっと、いっしょ。』より」 

豪田トモ/2017 年 ②イメージを持つ 

19 用品 「エンゼルデンチャー」 ワックス製尊体用義歯

/SOKEI 

②イメージを持つ 

※授業後半「死後の介護」

の授業回で紹介 

20 用品 「チンカラー」 頸部装着閉口具/株式会社

チンカラー 

②イメージを持つ 

※授業後半「死後の介護」

の授業回で紹介 

21 用品 「エンゼルケアセット」 顔あて(白布)・合掌バン

ド・エンゼルメイク用品等 

②イメージを持つ 

※授業後半「死後の介護」

の授業回で紹介 

22 DVD 「高齢者ケア施設での重度化対

応ケア＆看取りケアマニュア

さくばらホーム・シルバー

チャンネル/日総研出版

②イメージを持つ 

※授業後半「グリーフケア」
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ル」(デスカンファレンス) /2011 年 の授業回で視聴 

23 DVD 「グリーフケア 第 3 巻 様々

なグリーフを抱えて その 1」 

上智大学グリーフケア研究

所/新宿スタジオ/2014 年 

②イメージを持つ 

※授業後半「グリーフケア」

の授業回で視聴 

24 文献 「『死にゆく人へのケア』高齢者

介護福祉施設での看取りケア指

導テキスト」 

櫻井紀子監修/筒井書房

/2009 年 

③必要な知識を身につける 

25 文献 「高校教科書 生活支援技術」 川井太加子監修/実教出版

/2023 年 

③必要な知識を身につける 

26 文献 「ケアとしての死化粧 エンゼ

ルメイク研究会からの提案」 

小林光恵/日本看護協会出

版会/2004 年 

③必要な知識を身につける 

27 文献 「遺体管理の知識と技術 エン

ゼルケアからグリーフケアま

で」 

伊藤茂編/中央法規出版

/2013 年 

③必要な知識を身につける 

28 文献 「グリーフケア 死別による悲

嘆の援助」 

高橋聡美/メヂカルフレン

ド社/2012 年 

③必要な知識を身につける 

29 パンフ

レット 

「これからの過ごし方につい

て」 

厚生労働科学研究費補助金

第 3次がん総合戦略研究事

業「緩和ケア普及のための

地域プロジェクト」/OPTIM 

③必要な知識を身につける 

30 DVD 「実践！看護技術シリーズ 終

末期とその後の看護技術編

VOL.2 死後のケア」 

長谷部佳子監修/医学映像

教育センター/2009 年 

②必要な知識を身につける 

 

 死生観の土台づくり(NO1～11)、イメージを持つ(NO12～23)、必要な知識を身につける(NO24～30)、3 つの

段階にわけて使用をしている。段階にわけて、いくつかの教材使用方法を紹介する。 

 

①「死生観の土台づくり」 

NO1.の「死にカタログ」は、死についてイラス

トで考えた本になる。本の帯には「あなたにとっ

て、いちばん未来の話じゃないか」と記載があり、

この言葉も学生に紹介をする。資料を基に作成さ

れており、エリザベス・キューブラ・ロスの「死

ぬ瞬間－死とその過程について」からは死の受容

過程がイラストで表現されている。教科書でも死

の受容過程について学ぶため、イラストで確認を

した後に、教科書の該当箇所で具体的な知識を身

につける形となる。他にも死因によって死の手前

の様子が違うことなどが記載されており、代表的

な死因や死への態度などがイラストにされている。

学生が「自分だったら」という視点で考えてみる

導入回で毎年使用している。 

NO6.の「十歳のきみへ いのちの授業」は、日

本の終末期医療・ホスピスケアの確立に尽力をし

た日野原重明氏が小学生にいのちの大切さを伝え

る授業が収録された DVD である。「いのちは君たち

の持つ時間」との言葉から、学生自身が自らのい

のちをどのように使うか、介護福祉の現場で利用

者のいのちとどのように向き合うかを考えるため

に導入回で毎年使用している。 

NO11.の「けんちゃんのもみの木」は、日航機墜

落事故で次男健さんを亡くされた美谷島邦子氏が

文章を書かれた絵本である。人を愛する気持ちや
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愛する人を喪った深い悲しみ、その後の生き方に

ついて考えることのできる絵本となる。授業時に

読み聞かせをするのではなく、グリーフケアの授

業回に回覧という形をとっている。 

②「イメージを持つ」 

 NO12.の「死を看取る医学 ホスピスの現場か

ら」は、1970 年代に日本で初めてのホスピスプロ

グラムを開始し、2500 名の方を看取ったホスピス

医である柏木哲夫氏が、ホスピスの現場での患者

とのやりとりについてまとめた本となる。看取り

の場でユーモアが大切であることが記載されてお

り、実際のやりとりのいくつかを抜粋して紹介を

している。看取りの場でのユーモアについては、

死への準備教育を提唱したアルフォンス・デーケ

ン氏の言葉も併せて授業で紹介をして、なぜ看取

りの現場でユーモアが必要と言われているのか、

愛と思いやりの現実的な表現としてのユーモアの

重要性を学生が考える機会をつくる。また若い学

生達に死は他人事ではないことを考えてもらうた

め、柏木哲夫氏の「死を背負って生きる」という

言葉を紹介している。「生きることの延長線上に死

がある」との言葉はよく使用されるが、生を享け

た時から死を背負って生きているという言葉を紹

介し、学生自身に考えてもらう形である。また「支

える」と「寄り添う」の言葉の違いについて、柏

木哲夫氏の別の文献を一部抜粋する形で学生達に

伝えている。 

 NO15.の「老衰死 穏やかな最期を迎えるには」

は、特別養護老人ホームでの看取りのドキュメン

タリーである。老衰死は 2018 年から日本の死因ラ

ンキング第 3位であり、介護福祉の現場にでた学

生達が看取りに関わる際、利用者の死因となる可

能性が高いと予測している。DVD の中では、老衰死

に関する研究も紹介されており、データがわかり

やすく解説されている点と、具体的な介護福祉現

場の看取りの実際がいくつかの事例で紹介されて

いる点に着目して視聴をする。事前に学生に特に

着目してほしいポイントを伝えた上で視聴をする

形となる。視聴後、実際に具体的な知識を教科書

で学ぶため、食事が摂取できなくなる過程、呼吸

の変化、看取る家族の葛藤などを中心にポイント

を伝えている。 

 NO19～21.は、エンゼルケアに関する用品の紹介

となる。介護福祉現場でこれらの用品が使用され

る頻度は低いかもしれないが、エンゼルケア用品

があることを知る、触れてみることでイメージを

持つことを目的としている。 

③必要な知識を身につける 

 NO24.「『死にゆく人へのケア』高齢者介護福祉

施設での看取りケア指導テキスト」は看取り介護

実践の先駆的施設となる特別養護老人ホームで作

成されたテキストとなる。危篤時のケア技術、臨

終・死亡時のケア技術について記載されている箇

所を抜粋して使用している。危篤時のケアでは、

身体の変化があった際に具体的に介護福祉士が行

うことのできる「心地よいと感じられるケア」が

記載されているため、学生が現場に出た時に何が

できるのかが理解がしやすいと考えている。また

死前喘鳴が見られた時の家族の心情なども紹介を

されているため、家族支援を行うことになること

も学生がイメージをしやすい。絶版となるため、

該当箇所を印刷をして配布する形で毎年使用して

いる。 

 NO29.「これからの過ごし方について」は、死が

近い時にみられる症状、その時家族にできること

が記載されたパンフレットである。専門用語を使

用することなく、誰もが理解できる言葉を使用し

ている点から、将来学生が家族への支援を行う場

面などでも活用ができると考え、紹介をしている。 

 

D.考察 
授業実践の中から、授業での配慮事項、段階的

な教育、教具・教材の使用方法について取り上げ

た。現段階での実践内容となるが、今後学生の状

況に合わせて検討を続けていく必要があると考え

ている。さらに、介護福祉現場で求められる看取

り介護と介護福祉士養成を行う大学で実践される

授業内容に接続性があるのか、検証が必要といえ

る。 

また介護福祉士養成課程の必修科目の中で、障

害関連科目で想定される教育内容の例に障害分野

の看取りの詳細は記載されておらず、障害関連科
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目の教科書でも看取りに関する記述は少ない状況

がある。今後、障害分野で高齢障害者の看取りが

増加することが予測されていることから、介護福

祉士養成教育においても、障害分野の看取りの詳

細を学べる体制の構築が課題といえる。 

授業実践を紹介した科目「生活支援技術」も、「人

生の最終段階の介護」としての基礎知識を学ぶた

め、障害分野の看取りの詳細について、想定され

る教育内容の例で触れられていない。 

本学では介護福祉士資格取得後、多くの学生達

が介護福祉の現場に就職をする。これまでも介護

福祉現場で活躍する人材育成を念頭に授業を行っ

てきたが、看取りの現場と考えた際に高齢分野で、

主に老衰で亡くなる方をイメージした授業を行っ

てきた。表 8からも、これまで障害分野での看取

りをイメージできる教材を使用していないことが

わかる。 

今後の課題として、障害分野の看取りをイメー

ジできる教材を検討していくことがあげられる。

介護福祉士を目指す学生が障害分野での看取りに

関して知る機会、イメージができる授業を検討し

ていきたい。そのためにはまず、障害分野での看

取りの特性を教員が学び、現場で求められる支援

を理解した上で教材を選び、学生に伝えていく必

要がある。 

 

E.結論 
本稿は介護福祉士養成課程必修科目の中の看取

りに関する教育内容を整理し、その中の 1 科目を

取り上げた授業実践の一例となる。紹介した 3つ

の段階は担当教員としての授業実践から考えてき

たことであり、看取り介護教育において普遍化さ

れたものではない。ただこのような段階を踏むこ

とで、看取りに関して関心を持つことのできる学

生がいるかもしれないと考えている。 

また生活の場における看取りでは、看取り期に

なったから突然特別な介護が展開されるわけでは

ない。看取り期に限らず、日々の介護をいかに大

切に考えることができるかが重要となり、日常生

活支援の中で 1つ 1つの介護を積み重ねた先に、

看取り介護が展開されることを学生達に伝えてい

きたいと考えている。 

介護福祉士が関わることになる看取り介護の現

場は、「生活の場」となる。生活の場における看取

りであることを意識し、日々の介護を最期まで本

人と家族に寄り添い継続することができるために、

事前教育で必要となることは何か、今後も検討を

していきたい。学生達が高齢分野・障害分野を問

わずに看取り介護に携わることを想定して、介護

福祉現場との接続性のある教育実践について考え

ていく必要性を感じている。 
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分担研究者：鶴岡浩樹 （日本社会事業大学大学院・福祉マネジメント研究科・教授）  

 

       

Ａ．研究目的 

高齢障害者の看取り支援については、全国的

に標準化されたものは見当たらず、黎明期とい

える。一方、高齢分野では緩和医学の進歩と在

宅医療の普及、さらには介護保険サービスの質

の向上や地域包括ケアシステムの構築により、

末期がんに限らず、様々な疾病の看取り体制が

確立されつつある。 

本研究班は令和 5 年度から 2カ年計画で「障

害者支援施設や共同生活援助事業所、居宅支援

における高齢障害者の看取り・終末期の支援を

行うための研究」を実施し、その成果物として

看取りマニュアルを作成した。 

本研究は、作成した看取りマニュアルの実装

に向けて、看取り支援の核となる多職種連携

（Interprofessional Work:IPW）および多職種

連携教育（Interprofessional Education:IPE）

に関する知見を整理することを目的とした。 

 

Ｂ．研究方法 

研究要旨 

高齢障害者の看取り支援については、全国的に標準化されたものは見当たらず、黎明期といえ

る。令和 5 年度から 6 年度に実施した「障害者支援施設や共同生活援助事業所、居宅支援に

おける高齢障害者の看取り・終末期の支援を行うための研究」では成果物として看取りマニュ

アルを作成した。本研究は、作成した看取りマニュアルの実装に向けて、看取り支援の核とな

る多職種連携（Interprofessional Work:IPW）および多職種連携教育（Interprofessional 

Education:IPE）に関する知見を整理することを目的とした。具体的には教科書的に確立され

ている IPW および IPE の理論をまとめ、IPW の実践に必要なコンピテンシーについて整理し、

検討委員会での意見交換を踏まえて考察した。IPW の実践には、異なる職種、異なる立場の人

たちが一堂に集まって同じテーマで学び合う IPE の取組みが重要である。IPW に必要なコンピ

テンシーにはコミュニケーション、リーダーシップ、マネジメントなどがあげられているが、

中でもリフレクション（省察）やファシリテーションが大切であると思われる。高齢障害者に

関わる事業所は、多職種多機関が交流する勉強会（IPE）を行うことで、看取り支援は一歩前

に進むと思われる。看取りマニュアルを活用することで共通言語や共通認識を育み、地域の看
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教科書的に確立されているIPWおよびIPEの

理論をまとめ、IPW の実践に必要なコンピテン

シーについて整理し、検討委員会での意見交換

を踏まえて考察した。 

１）IPW/IPE の教科書の整理 

教科書については、わが国の IPW/IPE を牽引

してきた埼玉県立大学が刊行するテキストを

中心に整理した。 

２）IPW に必要なコンピテンシー 

埼玉県立大学の教科書に記載のあるコンピ

テンシーのほか「多職種連携コンピテンシー開

発チーム」によるものを探索し整理した。同チ

ームは、2012（平成 24）年度から多職種連携コ

ンピテンシー開発に関わってきた日本保健医

療福祉連携教育学会（JAIPE）の IPE 推進委員

会、2014（平成 26）年度から三重大学が文部科

学省より委託された「成長分野における中核的

人材養成の戦略的推進事業」が協働して多職種

連携コンピテンシーの開発を行うことに合意

し、8領域の学会および職能団体の協力を得て

開発されたものである。その 8 つの学会および

職能団体とは、日本医学教育学会、千葉看護学

会、日本歯科医学教育学会、日本薬学会、日本

理学療法士協会、日本作業療法士協会、日本栄

養学教育学会、日本社会福祉学会である。この

コンピテンシーは 2016 年 3 月に刊行されたも

のである。 

３）検討会での意見交換会 

上記により整理した IPW/IPE の理論とコン

ピテンシーについて、2026（令和 8）年 1月 19

日に開催された第 2回検討委員会で報告し、意

見交換の内容を踏まえ、看取り支援の核となる

IPW/IPE の実践に向けて現状での課題につい

て考察した。 

本研究の意義は IPW/IPE の視点から参考と

なる知見を収集し、課題を抽出することで看取

りマニュアルの見直し作業に役立てることで

ある。 

 

Ｃ．研究結果 

１）IPW の概要 

福祉や介護の現場で多職種連携、多職種協働、

多職種多機関連携などの言葉が語られるよう

になり久しい。2000 年に介護保険が始まって

以降の日本における多職種連携の理論や実践

は、英国で生まれた Interprofessional work

（IPW）の考え方が基本となっている。略語の

IPW は「アイピーダブリュ」と発音する。

interprofessional という言葉は英国でうま

れた造語である。inter は「2 つ以上の」「～

の間」「相互に」などを意味し、professional

は、専門家や職業人などを意味する。この２語

を合体させて interprofessional とした。英国

専門職連携教育センター（Center for the 

Advancement of Interprofessional 

Education：CAIPE）によれば、IPW とは「専門

職が相互作用しあう学習の上に成り立つ協働

関係」としている。ここでいう専門職とは、ケ

アマネジャー、介護福祉士、医師、看護師、保

健師、薬剤師、理学療法士、作業療法士、言語

聴覚士、社会福祉士、精神保健福祉士、医療ソ

ーシャルワーカー、ヘルパーなどを指している。 

IPW の定義については、埼玉県立大学が示し

た内容がわかりやすい。IPW とは「複数の領域

の専門職者（住民や当事者も含む）が、それぞ

れの技術と知識を提供しあい、相互に作用しつ

つ、共通の目標の達成を患者・利用者とともに

目指す協働した活動」である。ここで大事なこ

とは、カッコ内に示された「住民や当事者も含

む」という考え方である。 

IPW を円滑に実施するためには、トレーニン

グが必要である。そのトレーニングのことを、

Interprofessional education（IPE）という。

IPE は「アイピーイー」と発音する。CAIPE は

IPE を「複数の領域の専門職者が連携およびケ

アの質を改善するために、同じ場所でともに学

び、お互いから学び合いながら、お互いのこと

を学ぶこと」と定義している。IPE で大事なこ

とは、違う職種、違う立場の人たちが一堂に集

まって、一緒に同じテーマで学び合うというと

ころにある。対話しながら異なる専門職の価値

観を受けとめ、噛み合わせながら、学ぶのであ

る。 

２）チームの種類 

福祉・介護・保健・医療などの現場における

チームは、以下の 3種類に分けられる。 

① マルチディシプリナリーモデル 

複数の専門分野の専門職が、分野間の独立を

保ったままアプローチするというモデルであ

る。救急医療の現場が該当する。 

② インターディシプリナリーモデル 

複数の専門分野の専門職が、お互いに連携し
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ながら実践を進める。目的に向かって話し合い、

重なるケアと異なるケアを認識しながら実践

する。リハビリテーションの現場が該当する。 

③ トランスディシプリナリーモデル 

複数の専門分野の専門職、当事者、家族が、

それぞれの専門や経験を融合させ、実践する。

役割の開放、役割共有、役割交代などが起こる。

在宅ケアにおけるチームがこれにあたる。 

３）埼玉県立大学のコンピテンシーモデル 

①対人援助の基本となる力 

セルフコントロール、コミュニケーションス

キル、リフレクションの３つがある。 

(a)セルフコントロールは：自分の気持ちを整

えることを意味する。 

(b)コミュニケーションスキル：アイコンタク

ト、傾聴、共感、言葉遣い、繰り返し、伝え方

など様々なコミュニケーションスキルを駆使

する。 

(c)リフレクション：実践の経験を振り返り、

吟味するプロセスのことである。リフレクショ

ンについては IPW/IPE で重要なコンピテンシ

ーと思われ、詳しく後述する。 

②多職種と協働する力 

 多職種と協働する力には、パートナーシップ、

情報共有、相互支援、チームのリフレクション

があげられる。 

(a) パートナーシップ：対等な人間関係を構築

し維持することを意味する。 

(b) 情報共有： 専門職だけでなく利用者は家

族もメンバーであり、わかりやすい言葉で、

伝達していく必要がある。 

(c) 相互支援：「情緒的サポート」「肯定的フ

ィードバック」「士気の高揚」がある。 

(d) リフレクション：チームとしてどうだった

のか振り返り吟味することが、次の実践に

役立つ 

③チームを動かす力 

チームを動かすには、リーダーシップを持っ

た人、マネジメントできる人、コーデネーショ

ンができる人、ファシリテーションができる人

が揃うと良い。 

(a) リーダーシップ 

チームを動かすには、リーダーシップを持っ

た人、マネジメントできる人、コーデネーショ

ンができる人、ファシリテーションができる人

が揃うと良い。 

(b) マネジメント 

マネジャーはリーダーが掲げた目標を実現

するために、チームをマネジメントする人。 

(c)コーデしネーション 

調整機能を意味する。多職種間の意見調整や、

行動の優先度の調整、ケアカンファレンスの日

程調整など、IPW には様々な調整が必要となる。 

(d)ファシリテーション 

 IPW を促進させる機能をファシリテーショ

ンという。ファシリテーションはチームを動か

すために、IPW では重要視されている。 

４）多職種連携コンピテンシーモデル 

 「多職種連携コンピテンシー開発チーム」に

よれば、保健医療福祉に携わるどの専門職にも

必要なコンピテンシーは以下の６つに集約さ

れる。 

①患者・利用者・家族・コミュニティ中心の思

考と行動ができる 

② 職種間コミュニケーションができる。 

③ 職種役割を全うする 

④ 多職種を理解する 

⑤ 関係性に働きかける 

⑥  自職種を省みる 

中心となるのが「患者・利用者・家族・コミ

ュニティ中心」と「職種間コミュニケーション」

がコアとなるコンピテンシーで、周囲の「職種

役割を全うする」「他職種を理解する」「関係

性に働きかける」「自職種を省みる」の４つが

中心を支えるコンピテンシーである。「職種間

コミュニケーション」がスムーズだと連携が良

いと思われがちだが、利用者や家族が置き去り

になっている場合がある。よってこのモデルで

は中央に位置している。中央が抜けたドーナツ

現象を起こしてはならない。「職種役割を全う

する」は専門職として自分の仕事をしっかり行

うという意味である。「自職種を省みる」はこ

れまで何度も出てきたリフレクションのこと

である。「関係性に働きかける」は、チームの

ダイナミクスを意味する。チームメンバーが変

わると、方針が大きく変わることがある。IPW

は構成メンバーによって、様々な方向に向かう

可能性が秘めており、これが「関係性」である。

関係性を見抜き、ファシリテート力を駆使して

最良の方向に導く必要がある。 

５）リフレクション 

これまで何度も出てきたリフレクションに
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ついて整理する。 

リフレクションとは実践の経験を振り返り、

吟味するプロセスのことである。近年、介護・

福祉・保健・医療の分野で重要視されている。

英語の reflection が原語であり、日本では

様々な言葉で紹介されている。多くの分野で

「省察」と表記し、「しょうさつ」もしくは「せ

いさつ」と読む。正式には「せいさつ」だが「し

ょうさつ」と発音する学者や実践家も多い。簡

単に「振り返り」と称する場合もある。ビジネ

ス業界では「内省」という言葉が用いられるこ

とが多い。看護分野では、カタカナ読みで「リ

フレクション」と表記することも多い。リフレ

クションによって、人としての成長につながる、

専門職として成長につながる、ベテランにとっ

ては難しい習慣的行為からの脱却ができる、不

確実性の多い事柄に対応する力をつけられる

など、得られるものは多岐にわたる。 

７）意見交換会 

2026（令和 8）年 1月 19 日に開催された第 2

回検討委員会で報告した。ひとつの職種だけで

学ぶのではなく、異なる職種、異なる立場のメ

ンバーがごちゃまぜとなり、対話しながら学び

合うことで相互理解が深まり IPW の実践につ

なげられることが IPE の特徴として取り上げ

られた。特に医療系大学の卒前教育では、関係

する学部の学生達が一堂に集まって学ぶ IPE

が実践されており、このような教育を受けた専

門職が現場に出始めていることについて紹介

した。詳細については、考察に記述する。 

 

Ｄ．考察 
 本研究では、高齢障害者の看取り支援の核と

なる IPW について、その概念と実践に必要な子

コンピテンシーについて整理した。IPW の促進

には IPE が重要であり、卒前教育と卒後教育に

おける IPE の実践が看取り支援を向上させる

ものと思われる。 

 コンピテンシーについては、コミュニケーシ

ョン力だけでなく、実践を省察する力が重要で

あることが明らかとなった。チームを動かすに

は、リーダーシップやマネジメントの力が必要

であるが、特に大事なコンピテンシーとしては

ファシリテーション力であることも特記して

おきたい。 

第 2 回検討委員会で報告した医療系大学の

卒前教育について詳細と考察を記す。医療系大

学では、10年以上前から医学部・看護学部・薬

学部・栄養学部・リハビリテーション学部介護

福祉学部・社会福祉学部等の学生達が一堂に集

まってグループワークで学ぶ IPE が実践され

ている。学生時代から学部を超えてパートナー

シップを結ぶトレーニングがなされており、こ

のような教育を受けた専門職たちが現場に出

始めている。医療系大学は IPE がカリキュラム

に組み込まれているため単科大学においても、

他大学と共同して IPE の授業を実施している。

一方、福祉系大学では、積極的に IPE の演習授

業を取り入れている大学以外では、総合大学で

なければこのような教育をすることはできな

い。IPW については、ソーシャルワークの得意

とするスキルであるが、医療系と福祉系の教育

内容の違いにより、10 年後には現場の専門職

のスキルに差が出てくることが予想される。卒

前教育を変えることは難しいが、卒後教育につ

いては今日からでも IPE の実践が可能である。

高齢障害者に関わる事業所は、多職種多機関が

交流する勉強会、すなわち IPE を行うことで看

取り支援は一歩前に進むと思われる。その際、

作成中の看取りマニュアルを使うことで、地域

で看取りに対する共通言語と共通認識を育み、

マニュアルの更新作業にも役立つことと思わ

れる。 

 

Ｅ．結論 

 本研究により、高齢障害者の看取り支援の核

となる IPW の実践には、IPE の取組みが重要で

あることを文献から明らかにした。IPW に必要

なコンピテンシーを整理する中で、リフレクシ

ョン（省察）が重要であることが浮き彫りとな

った。またチームを動かすコンピテンシーでは、

ファシリテーション力が必要である。 

高齢障害者の現場においては、今日からでも

IPE の実践が可能である。高齢障害者に関わる

事業所は、多職種多機関が交流する勉強会、す

なわち IPE を行うことで看取り支援は一歩前

に進むと思われる。そこで看取りマニュアルを

活用することで共通言語や共通認識を育み、地

域の看取り支援の質の向上につながることが

期待される。 
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分担研究報告書 

ソーシャルワーカー養成カリキュラムの改定について 

 

分担研究者：庄司妃佐 （東京福祉大学） 

研究要旨 

多職種連携の背景にある地域包括ケアシステムから、2020 年以後の地域共生社会を目指

す流れのパラダイムシフトが起きている。複雑化する課題を解決していくために垣根を

超えた機関や法律の対応が求められている時代から、重層的地域支援体制事業が実施可

能となる地域共生社会を目指している社会では、統合を図る変化になっている。2019 年

の社会福祉士の教育内容の改正では、社会福祉士に求められる多職種連携の技術が教育

内容に含まれた。障害者施設等における看取りチームの中での社会福祉士（ソーシャルワ

ーカー）の役割は「個人支援の総合」から、「地域社会をどのように設計するか」まで拡

張した視点を持ち、「多職種を統合していく」力が必要になっている。 

Ⅰ 多職種連携の制度的背景―地域包括ケ

アシステムから地域共生社会へー 

 福祉分野において多職種連携は、制度の

縦割りを超えて、分野横断的な情報共有が

必要とされてきた。それが構造的背景とし

て重要とされたのは、地域包括ケアシステ

ムが登場してからである。「地域包括ケアシ

ステム」という名称が登場したのは、地域包

括ケア研究会がまとめた 2009 年の「地域包

括ケア研究会報告書」の中である。その中

で、地域包括ケアシステムを「ニーズに応じ

た住宅が提供されることを基本とした上で、

生活上の安全・安心・健康を確保するため

に、医療や介護のみならず、福祉サービスを

含めた様々な生活支援サービスが日常生活

の場（日常生活圏域）で適切に提供できるよ

うな地域での体制」と定義をこころみてい

る。この中で、「住まい・医療・介護・予防・

生活支援」を一体的に提供する体制として

地域包括ケアを定義づけることが提案され

たのである。それより先に、2005 年の介護

保険法改正で地域包括支援センターが創設

され、高齢者の分野で地域包括ケアシステ

ムが構築された。地域包括支援センターは、

地域包括ケアシステムを確立するための中

核的な機関であるが、このような包括的な

相談機関は、その後、障害者福祉や児童福

祉、生活困窮者支援、さらに地域社会の再設

計へと拡張されていく。 

 2014 年「地域における医療及び介護の総

合的な確保の促進に関する法律1」において、

地域包括ケアシステムは、それまでの研究

60



会報告から、国レベルで対応すべき事項と

なった。 

 また、「地域共生社会」が初めて取り上げ

られたのは、2015 年「新たな時代に対応し

た福祉の提供ビジョン2」である。ここで、

「全世代・全対象型地域包括支援体制」の構

築が指摘されている。複合的な課題解決の

ための分野横断的な対応等が求められ、不

足している対応に対しては資源開発を行う

ことが提案された。また、高齢、障害、児童

等への総合的なサービス提供、総合的な人

材育成と確保、効果的・効率的なサービス提

供のための生産性向上が提案された。 

2016 年の安倍政権の閣議決定された「一

億総活躍プラン3」の中で、「地域共生社会の

実現」が位置づけられ、2016 年には、「地域

共生社会実現本部」が設置された。「地域共

生社会の実現」が社会保障制度改革の基本

コンセプトとなったのである。 

 ここまでは、増加する高齢者の自立支援

を中心とした分野別の対応を、現存するそ

れぞれの機関と協働して対応していくとい

う地域包括支援であった。しかし、対象を全

世代・全対象者として地域住民全体に広げ、

重層的な支援を行い、地域共生社会の実現

を目指すという大きなパラダイムシフトが

起こったのは 2020 年以後である。2020 年

の社会福祉法改正から、市町村が任意で実

施できる重層的支援体制整備事業ができた。

特徴は、①属性を問わない相談支援 ②参

加支援 ③地域づくり支援である。これに

より、地域包括支援センターの役割も、単な

る高齢者相談窓口から、他分野の専門機関

と連携をとるハブ機能に変化している。 

上述したように、地域共生社会を目指す

国の方針では、様々な機関が連携する必要

が現在の課題解決には必要不可欠であり、

その中でそれぞれの機関に所属する様々な

専門職が連携し、さらに住民が主体的に参

加することによって、複合化した課題解決

をすることが目標となっている。それを実

現するためには、単に連携するだけでなく、

構造的な転換の為の技術体系が求められて

いるのである。 

 そのほか、2020 年の介護保険法改正によ

り、データに基づいた介護（科学的介護）の

推進が位置づけられ、「LIFE」（科学的介護情

報システム4）が導入された。現場において

タブレットの活用やソフトウェア導入が経

営・実務上の不可欠な要素になった。また、

2021 年の「デジタル社会基本法5」により、

福祉分野の「データ標準化」が加速した。

2023 年の「認知症基本法6」では、見守りセ

ンサーやコミュニケーションロボット、AI

を活用した診断補助などが含まれた。また、

厚生労働省は、第 9 期の高齢者保健福祉計

画・介護保険事業計画作成の基本指針7にお

いて、これらの広範囲にわたる法律改正等

の中で、ICT や AIの活用が推進されている。

など、連携のための ICT 等の活用が前提と

なっている。 

 

Ⅱ 地域包括ケアシステムと多職種連携 

 多職種連携は、上述したような構造的な

展開の中で行われる「技術」であり、「関

係性の構築」である。厚生労働省が示した

地域包括ケアシステムは、「医療」「介護」

「予防」「生活支援」「住まい」の異なる専

門領域の統合を前提にしている。しかし、

現実にはそれぞれが異なる制度や職種や組

織である。その分断を埋める手段が「多職

種連携」であると言える。多職種連携がな

61



ければ、構造的な地域包括ケアシステムは

実際に機能しない。 

Gilbert ら8による 2010 年の WHO（世界

保健機構）の報告書によると、専門職間教

育と協働実践に関する枠組みとして、多職

種連携に必要な３つの機能が示されてい

る。第 1は、それぞれの専門職が持ってい

るアセスメントの統合である。医師には疾

病管理、社会福祉士には生活支援の計画

（個別支援計画）、介護職にはケア指針計

画など、それぞれの専門職が作成している

アセスメントがあるが、それらを統合する

ことで、その人を中心においた暮らしや生

き方の全体像が見えてくるのである。 

 第２は、意思決定支援である。在宅での

暮らしや治療方針、看取りなどの場面で、

本人の意思とともに、家族の意向、医療的

妥当性、生活の可能性などは、単一の職種

での判断では難しいため、多職種で合意形

成を図りながら、対応すべきものである。 

 第 3には、サービスのコーディネーショ

ンである。それぞれの専門職が関わる訪問

診療、訪問看護、通所介護、生活支援、相

談支援など、担当する専門職間の役割を明

確化することと調整が重要になる。在宅に

おいての支援だけでなく、施設入所等での

支援でも、組織内連携ではなく、地域横断

的な連携が必要になってくる。それは、そ

れぞれの所属する組織の理念の違いや、場

合によっては利害の対立、専門職文化の違

いを超えての合意形成である。各職種の情

報の共有を行いながら、対応の調整が求め

られる。そこでは、多職種間での上下関係

ではなく、フラットな関係が前提となる。

それは、対象者を専門分野の中のクライエ

ントとしてみる視点ではなく、共通評価の

枠組みである ICF を通して、生活する人と

して認識し、生活モデルとしての人を理解

することである。 

 

Ⅲ 多職種連携における技術と社会福祉士

教育（IPE/IPW） 

多職種連携の視点が社会福祉士養成の教

育内容に導入されたのは、2007 年の社会

福祉士及び介護福祉士法改正である。9 

その後 2019 年の教育内容改正の中で、

社会福祉士に求められる技術として具体的

に、アウトリーチ、ネットワーキング、コ

ーディネーション、ネゴシエーション、フ

ァシリテーション、プレゼンテーション、

ソーシャルアクションが定めらた。 

多職種連携の技術は、IPE

（InterProfessional Education:専門職連

携教育）として医療や保健分野等との協働

教育で実践される。これらの技術は、社会

福祉分野に特化した専門ではなく、一般社

会の中でも用いられている技術でもある。

しかし、福祉分野で用いる場合、その背景

には、倫理的価値、生活中心、関係性とい

う別の基準が存在する点が大きな違いであ

る。特に、本人の意思決定支援、権利擁護

（アドボカシー）、エンパワメント、倫理

的調整など福祉に特有の背景がある。IPE

で学んだ技術を実際の現場で、IPW

（Interprofessional Work 多職種連携）

として連携協働していくことになる。IPE

は、IPW を機能させるための専門職教育で

ある。 

社会福祉士教育において、多職種連携

は、地域共生社会の中にある課題を解決す

るために必要な技術であった。多職種連携

の中での社会福祉士の役割は、これまでの
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多職種間の「連絡・調整」だけではなく、

2020 年以後のパラダイムシフトが起こっ

た重層的支援体制の中で、「多職種チーム

の統合（インテグレーター）」の役割が求

められている。統合できるためには、共通

評価の枠組み（ICF：国際生活機能分類10）

を用いて、医学モデルから本人の生活モデ

ルにいかに橋渡しできる力が必要である。

具体的には、医学的な血圧、ADL 等の数値

が、本人の望む「自宅で晩酌したい」や、

「温泉旅行に行きたい」などにどう影響す

るのかを言語化し、チームの共通目標に据

える力ともいえる。 

 

Ⅳ  障害者施設等における看取りチーム

の中での、社会福祉士の在り方と専門性の

展開 

 ターミナルケアのステージは、2025 年の

厚労科研事業「障害者支援施設や共同生活

援助事業所、居宅支援における高齢障害者

の看取り・終末期の支援を行うための研究
11」の中で、のぞみの園の枠組みを参考に、

「気づき期」「前期」「中期」「看取り期」と

整理し、その後を「看取り後」としている。 

 障害者施設等における看取りは、意思疎

通の困難さや親亡き後の問題、長期にわた

る入所生活など、高齢者の看取りと異なる

特徴がみられる。本人からの訴えが弱い場

合も多く、症状の確認や予測が難しかった

りする。そのため、本人の生活の連続性に留

意し、かなり早い段階から多職種や家族と

の連携をとることが必要である。そして、常

に本人が言語で表現したり死についてどの

ように理解しているかを考え、意思決定の

枠組みを共有し、過去の経験と環境の積み

重ねの情報が重要になると思われる。特に

臨終期においては、不安が高まりやすく、安

定した環境と人間関係を継続し、本人の感

情を代弁していくことに留意することが重

要である。 

 看取りの多職種連携において、社会福祉

士の役割を看取りのステージごとに整理し

たものは、表１である。社会福祉士は、その

中で、情報収集をする人から、多職種の合意

形成を図り、当事者の心理的伴走者へと役

割が変化していく。社会福祉士は、これま

で、多職種の連絡・調整を行い、支援をどの

ように提供するのかに重点が置かれており、

それは、「個人支援の総合」であった。しか

し、現代における多職種連携は、重層的支援

の中で、「地域社会をどのように再設計する

か」まで拡張されてきている。支援の内容

に、地域社会を構成する一員としての社会

参加や地域との関係性の構築が入ることが

重要な視点である。長期に施設等に入所し

て地域社会とのつながりが希薄な障害者に

とって、どのような社会参加を通して、地域

共生社会の一員であるかを支援するかは、

今後の課題である。 

 障害者施設等における看取りは、看取り

が始まる時期だけの問題ではない。そこに

至るまでの間の支援体制を反映することで

もある。それはこれまで意思決定をどのよ

うに形成支援しているか、日々の暮らしの

経験の選択がどのようにされているか、ま

た選択の幅を広げる支援をしてきたかが問

われることでもある。 

 

Ⅴ．
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表１ 知的高齢者の看取りチームにおける社会福祉士の役割について 

気づき期 

（２－３年前） 

前期（1 年前） 中期（6 か月前） 

 

看取り期（1 か月

前） 

看取り後 

 

加齢・衰弱のはじまり 方向性の検討 

 

具体的プランの策定期 臨終への備え・寄り

添い期 

死後の対応 

 

・生活の変化を見逃

さない。（介護・看護の

気づきを拾う） 

・本人の生活史・価値

観の把握（好み、生活

習慣、過去の意思決定

の土台作り 

・家族との関係構築 

・生活の延長の変化

として情報を共有す

る 

・本人の意思決定の

枠組みの共有 

・意思決定支援（本

人への意思確認、家

族との共有） 

・多職種カンファレ

ンスの設計（発言の

非対称性を調整） 

・医療情報を生活す

る言語に変換して

情報共有 

・医療連携先の確認 

・緊急時対応の枠組

み確認 

・誰の意思かを問い

続ける 

・合意形成のためのネ

ゴシエーション 

・医療と生活のバラン

ス調整 

・看取りの場所 

・医療介入の範囲（延

命・救急搬送など） 

・チーム内の役割再編 

・面会・関係調整 

・慣れた環境の維持 

・変化に応じて意思

の再確認 

・本人の小さな意思

も拾う 

・家族支援の強化 

・チーム内職種のず

れの調整（感情的対立

や方針逸脱の調整） 

・最期の場づくり（本

人らしさの維持等） 

・不安に陥りやすい

事への対応（環境の安

定化、関係性の継続、

感情の代弁 

・家族へのグリーフ

ケア 

・チームの振り返り

（含：グリーフケ

ア） 

・支援の評価と記録 

・行政等の手続き等 

・他の入所者等のケ

ア 

 
 

1 地域包括ケア研究会報告書  

chrome-

extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/ht

tps://www.mhlw.go.jp/houdou/2009/05/dl/h0522-

1_0001.pdf 

2026 年 4月 26 日閲覧 
2 厚生労働省「新たな時代に対応した福祉の提供ビジ

ョン」2015 年  

chrome-

extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/ht

tps://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-

12201000-Shakaiengokyokushougaihokenfukushibu-

Kikakuka/bijon.pdf  

2026 年 4月 26 日閲覧 
3 閣議決定「ニッポン一億総活躍プラン」2016 年 

chrome-

extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/ht

tps://www.mhlw.go.jp/content/001549081.pdf 

2026 年 4月 26 日閲覧 
4 厚生労働省 科学的介護情報システムについて 

https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000198094_0

0037.html 
5 デジタル社会形成基本法 2021 年 

https://laws.e-gov.go.jp/law/503AC0000000035 

2026 年 4月 26 日閲覧 

 

6 認知症基本法 https://laws.e-

gov.go.jp/law/505AC1000000065 

2026 年 4月 26 日閲覧 
7 厚生労働省 社会保障審議会介護保険部会 基本指

針について（参考資料）2020 年 chrome-

extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/ht

tps://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000651896

.pdf 

2026 年 4月 26 日閲覧 
8 Gilbert JH, Yan J, Hoffman SJ. A WHO report: 

framework for action on interprofessional 

education and collaborative practice. J Allied 

Health. 2010 Fall;39 Suppl 1:196-7. PMID: 

21174039. 2026 年 5 月 1 日閲覧 
9 社団法人日本社会福祉士会「社会福祉士及び介護福

祉士養成課程における教育内容等見直し案」への意

見 2008 年 chrome-

extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/ht

tps://www.jacsw.or.jp/citizens/seisakuteigen/do

cuments/080110.pdf 

2026 年 4月 25 日閲覧 
10 大川弥生「ICF―「生きることの全体像」について

の「共通言語」2006 年 第 1 回社会保障審議会統計

分科会 参考資料 

https://www.mhlw.go.jp/shingi/2006/07/s0726-
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7a.html  2026 年 5 月 1 日閲覧 
11 根本代表 厚労科研障害者政策総合研究事業

2023・2024 年度総合研究報告書「障害者支援施設や
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分担研究報告書 

 

 

障害福祉サービスのみで看取り期を支える場合の 

報酬上の課題と加算新設の必要性の検討 

 

分担研究者：村岡 美幸（国立重度知的障害者総合施設のぞみの園） 

分担研究者：日詰 正文（国立重度知的障害者総合施設のぞみの園） 

研究要旨 
障害福祉サービス利用者の高齢化・重度化に伴い、障害者支援施設や共同生活援助事業所等にお

いても、看取り期の生活支援や職員や家族のグリーフケアなどの死亡前後の支援に向き合う場面が

増えている。介護保険制度では看取り期の支援が加算や体制評価として明確に位置づけられている

一方、障害福祉サービスでは、医療的ケア、通院支援、医療連携等の個別要素に評価が分散してお

り、看取り期における生活支援の全体像が報酬上見えにくい。 

本分担研究では、障害福祉サービスを中心として看取り期を支える場合に必要となる支援を、医

療行為以外の生活支援、意思決定支援、苦痛・不快の把握、生活環境の継続、医療職との情報共

有、家族等との調整を視野に入れ、障害福祉サービス報酬に関する看取り期の暮らしを支える加算

の創設を提案した。 

 

Ａ．研究の背景と目的 

これまで障害福祉サービスは、高齢期を迎える

前までの利用者に対して、日々の生活を支える制

度として整えられてきたが、長年サービスを利用

してきた障害者が高齢になり、病気や身体機能の

低下を抱えながら、住み慣れた場所や慣れ親しん

だ支援者のもとで最期の時間を過ごすことを望む

場合があり、障害福祉サービスを利用する人の高

齢化や重度化が進むなかで、障害者支援施設、共

同生活援助等の現場においても、看取り期の支援

や職員や家族のグリーフケアなどの死亡前後の支

援に向き合う場面が増えている。る。 

こうした看取り期に近づいた利用者に対して障

害福祉の支援現場でも、食事、排泄、入浴、体位

変換、見守り、意思疎通支援、医療機関との連

絡、家族や後見人等との調整など、多岐にわたる

支援が行われている。これらの支援は、本人が安

心して最期の時間を過ごすために欠かせない生活

支援である。 

また、知的障害、発達障害、重度身体障害等が

あり、痛みや不安を言葉で伝えることが困難な場

合には、看取り期を迎える前から、本人をよく知

る支援者が、表情、姿勢、食事量、睡眠、呼吸、

行動の変化などを丁寧にくみ取り、医療職や家族

等に伝えることが重要となる。 

しかし、これらの取り組みについて十分な報酬

上の位置づけはなされていないという声があるこ

とから、本研究では、障害福祉サービスのみ、ま

たは障害福祉サービスを中心として看取り期を支

える場合に生じる支援が適切に行われるよう、報

酬上の課題を整理し、障害福祉サービスや介護保

険サービス、医療における看取り期の暮らしを支

える生活支援を、制度上どのように評価し、連携

させていくべきかを検討する基礎資料を作成する

ことを目的とした。 

なお、「看取り」については、「病状または老
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衰等が不可逆的で、治療による回復や状態改善が

見込めず、近い将来に死が避けられないと判断さ

れる段階をいう。」といった定義がある 1）。本

報告書でも同様に「看取り」を、死亡直前の時期

に限らず、人生の残り時間がある程度限られてい

ると考えられる段階から、死亡および死亡後の対

応までを含む一連の期間として用いる。さらに

「看取り期」は、本人の暮らし、意思決定、医

療・介護・福祉的支援、家族等への支援を含め

て、最期までその人らしく過ごすことを支える時

期を意味する。 

 

Ｂ．方法 

本研究では、障害福祉サービスにおける高齢期

の看取り支援を、分担研究者が、令和６年度時点

の報酬体系及び介護保険制度との比較の観点から

整理した。分析の視点は、①障害福祉サービスの

みで支える場合、②介護保険サービスのみで支え

る場合、③介護保険と障害福祉サービスを併給す

る場合の三類型で、どのような報酬があり、制約

があるのか、といった点である。対象資料は、障

害福祉サービス等報酬改定資料、介護報酬改定資

料、高齢の障害者に対する支援の在り方に関する

資料等とした 2)3)4)。 

 

Ｃ．研究結果 

１）障害福祉サービスにおける高齢障害者の看取 

り期を支える報酬等 

令和６年度障害福祉サービス等報酬改定の概要

（厚生労働省）2）によれば、障害者支援施設は、

夜間看護・通院・医療的ケア・栄養・入浴等の各

加算で、看取り期の生活を支える構造となってい

るほか、共同生活援助は、夜間支援、日中支援、

医療連携、入退院支援等の加算で支える構造とな

っている（表１）。 

 

２）介護保険における高齢障害者の看取り期を支 

える報酬等 

介護保険では看取り期の支援を直接評価する加

算が存在していた 3）。具体的には、「看取り介

護加算」「ターミナルケア加算」「看取り連携体

制加算」「ターミナルケアマネジメント加算」

「協力医療機関連携加算」である（表２）。一方

で、夜間支援、栄養、口腔、褥瘡、排泄、感染

症、入退院支援などは、障害福祉サービスと同様

に、看取り期の生活継続を支える加算として存在

していた（表３）。 

 

３）障害福祉サービスと介護保険の併給が可能な 

条件 
障害者総合支援法第 7 条に基づき、65 歳以上

の障害者、または 40 歳以上 65 歳未満で特定疾

病により要介護・要支援認定を受けた障害者につ

いては、障害福祉サービスと同様の内容・機能を

有する介護保険サービスがある場合、原則として

介護保険サービスが優先される。 

ただし厚生労働省は、介護保険サービスを一律

に優先するのではなく、本人の障害特性、生活状

況、必要とする支援内容等を踏まえ、市町村が個

別に判断する必要があるとしており 4）、併給が

可能な条件として、厚生労働省が令和 5 年 6 月

30 日に発出した「障害者の日常生活及び社会生

活を総合的に支援するための法律に基づく自立支

援給付と介護保険制度の適用関係等に係る留意事

項及び運用の具体例等について」から、「介護保

険サービスのみでは必要な支給量を確保できない

場合」「介護保険サービスでは対応できない支援

内容が必要な場合」「相当する介護保険サービス

を実際に利用することが困難な場合」「要介護認

定等で非該当となり介護保険サービスを利用でき

ない場合」「介護保険に相当するものがない障害

福祉固有サービスを利用する場合」としている

（表４）。 

また、指定障害者支援施設等は介護保険適用除

外施設とされており、入所者については、入所中

に介護保険サービスを併給することは原則として

想定されていない一方で、共同生活援助について

は、個々の障害者の状況等から必要と認められる

場合、65 歳以降も継続利用が認められる場合が

あることが記されており 5）、看取り期支援にお

ける障害福祉サービスと介護保険の併給可能性

は、障害者支援施設では限定的であるのに対し、

共同生活援助では個別判断により認められる余地

がある（表５）。 

  

４）高齢障害者の看取り期を支えるサービス、三
類型の比較 
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1）から 3）の情報について、「サービスの位

置づけ」「看取り期支援を直接評価する加算」

「看取り期を支える主な加算・報酬」「生活の

場」「障害者支援施設での扱い」「共同生活援助

での扱い」を比較した（表 5）。 

その結果、１）の障害福祉サービスでは、看取

り期そのものを直接評価する加算は乏しく、生活

支援・医療連携・夜間支援等を通じて間接的に支

える構造であった。これに対し、２）の介護保険

サービスでは、看取り期を明示的に評価する報酬

体系が整備されていた。また、３）の併給類型で

は、介護保険サービスだけでは必要な支援量や支

援内容を確保できない場合、または障害特性に基

づく支援が継続して必要な場合には、個別判断に

より障害福祉サービスとの併給が検討されるが、

障害者支援施設はその対象外となっていた。 

 

５）医療保険における看取り期を支える報酬等 

令和６年度診療報酬改定で、障害者支援施設で

医療保険が給付できる医療サービスの範囲の見直

しが行われ、医療と介護の両方を必要とする障害

者が可能な限り施設での生活を継続できるよう、

障害者支援施設に入所している末期の悪性腫瘍の

患者に対して行った訪問診療の費用については、

医療保険で算定ができるよう改定された 6）。 

 

Ｄ．考察 

本研究は、１）障害福祉サービス、介護保険サ

ービスの報酬の現状を整理し、２）障害福祉サー

ビスにおける看取り期の暮らしを支える生活支援

を、制度上どのように評価すべきかを考察する。 

 

１）障害福祉サービスで高齢障害者の看取りを支
える場合の報酬上の課題 

高齢障害者の看取りを支える報酬上の課題とし

て、障害福祉サービスでは、介護保険サービスに

比べて、看取り期そのものを直接評価する加算が

乏しい点が挙げられる。 

特に問題となるのは、障害者支援施設は介護保

険適用除外施設である点であり、看取り期支援は

施設内の職員体制や医療連携に依存しやすい構造

にあった。この場合の課題は、看取りの実施が、

施設ごとの体制差に左右されやすい点である。令

和 6 年度診療報酬改定により、障害者支援施設

に入所する末期の悪性腫瘍患者への訪問診療が医

療保険で算定可能となったことは、施設での生活

継続を支える重要な見直しである一方で、看取り

期には医療的対応だけでなく、日常生活支援、意

思決定支援、家族支援、夜間・緊急時対応も必要

であることから、医療保険による対応のみでは生

活全体を支える評価としては十分でないと考えら

れた。看取り期においても、本人が希望する場合

は、障害者支援施設での暮らしの継続ができるよ

う、介護保険サービスに位置付けられている看取

り介護加算と同等の加算の創設、または介護保険

サービスや医療の利用を可能とする改善が重要と

考えられた。 

また、共同生活援助では、生活の場を維持しな

がら介護保険サービスや医療保険サービスを組み

合わせる余地があったが、併給の可否は市町村に

判断が委ねられ、地域や自治体の運用により十分

にサービスが確保できない、たとえば通所介護や

訪問看護が受けられないといった問題が生じる可

能性があり、介護保険や医療保険との役割分担の

整理や、介護保険サービスに位置付けられている

看取り介護加算と同等の加算の創設、または介護

保険サービスや医療の利用を可能とする改善が必

要であると考えられた。 

 

２）介護保険サービスで高齢障害者の看取りを支
える場合の報酬上の課題 

高齢障害者の看取り期の暮らしにおいては、意

思表出の困難さ、環境変化による心身状態への影

響、長年関わってきた支援者との関係性、障害特

性に応じたコミュニケーションや介助方法の継続

が重要となる。これらは、障害福祉サービスに比

べ、介護保険サービスにおける看取り支援のみで

は十分に評価されにくい要素であり、障害福祉サ

ービスが担う固有の支援機能といえる。 

この点について、介護保険サービスに従事する

人材に対して、障害者のケアに関する人材養成を

強化することとするのか、併給の仕組みを検討し

つつ障害福祉との相補的な支援のモデルを新たに

構築していくのか、検討することが必要であると

考えられた。 
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Ｅ．結論 

障害福祉サービスにおいて高齢障害者の看取り

期を支援するにあたっては、最期の暮らしを支え

る支援過程を、制度上どのように評価するかが重

要であり、障害者支援施設における施設内支援体

制の評価や、共同生活援助における外部サービス

との連携・調整に係る評価について検討を深め、

加算創設に向けた基礎資料を作成していくことが

求められる。 

その際、介護保険や医療保険との役割分担を整

理し、自治体間で支援の格差が生じにくい運用を

整備することも重要である。 
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表１ 障害福祉サービスにおける看取り期の生活継続を支える報酬等一覧             
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表２ 介護保険における看取りを直接評価する報酬等一覧 

 
※本表は、令和 6 年度介護報酬改定資料、厚生労働省告示および関連する留意事項通知に基づき、看取り期支援に関連する主な報酬・加算を整理したもので

ある。詳細な算定可否は、各サービス種別の告示・通知および最新の厚生労働省資料を確認する必要がある。 

 

表３ 介護保険における看取り期の生活継続を支える報酬等一覧 
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表４ 障害福祉サービスと介護保険併給可能条件 

 
 

 

表５ 看取り期支援を「障害福祉サービス」「介護保険サービス」「障害福祉サービスと介護保険サー 

ビスの併給」で支える場合の比較結果 
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高齢知的・発達障害者における意思決定支援と 

アドバンス・ケア・プランニングのあり方に関する研究 

―ICF のアプリを活用した意思決定支援の可能性― 
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厚生労働科学研究費補助金（障害者政策総合研究事業） 

 

障害者支援施設や共同生活援助事業所等における高齢障害者への看取り 

マニュアルの実装に向けた研究（25GC1013） 

 

分担研究報告書 
 

高齢知的・発達障害者における意思決定支援とアドバンス・ケア・プランニング 

のあり方に関する研究 

―ICF のアプリを活用した意思決定支援の可能性― 

 

分担研究者：村岡美幸（国立重度知的障害者総合施設のぞみの園） 

日詰正文（国立重度知的障害者総合施設のぞみの園） 

研究要旨 

高齢の知的障害者・発達障害者は、アドバンス・ケア・プランニング（以下、ACP）を含む意思決定

支援の場面で、情報の理解、記憶、比較、意思の表出に困難を伴うことがある。本人の意思や選好を支

えるには、人生の出来事、生活上の経験、過去の選択、安心できる環境や関係性を整理した資料が必要

である。しかし、その資料作成が支援者にとって大きな負担となる場合、日常の実践で継続的に活用す

ることは難しい。 

本研究では、本人の生活歴、支援記録、医療記録等を収集し、紙媒体の記録を PDF スキャナー及び

iPad でデジタル化した。そのうえで、AI（ChatGPT）及び ICF Coder を用い、記録内容の整理、ラ

イフマップの作成、国際生活機能分類（以下、ICF）の視点による情報の構造化を試みた。 

その結果、手書き記録を含む過去記録をデジタル化することで、記録情報の検索と俯瞰が容易になっ

た。過去記録には、本人の日常行動、反応、選好、安心できる環境や人間関係、不安や拒否の表れな

ど、意思決定支援及び ACP に活用し得る手がかりが含まれていた。また、ライフマップを短時間で作

成でき、生活の連続性を共有する資料として活用できる可能性が示された。さらに、ChatGPT 及び

ICF Coder による整理は、言語による意思表示が困難な人の意思と選好を検討する基礎資料となる可能

性が示唆された。 

一方で、個人情報保護を含む倫理的配慮、手書き記録の判読精度、記録表現や観察視点のばらつき、

同一内容の判定に要する時間などの課題も確認された。今後は、AI と ICF を活用した方法の安全性と

有効性を事例的に検証し、本人意思に基づく支援の質の向上につながる技術的・実践的手法を検討する

必要がある。 

Ａ．研究の背景と目的 

2017 年に障害者の意思決定支援ガイドライン

が策定され¹）、本人の意思を尊重する支援の推進

が図られてきた。 

さらに近年は、一般高齢者の間で「終活」が広

まり、人生の最終段階における医療、看取りのケ

ア、生活のあり方を自ら選ぶという考え方が社会

に浸透しつつある。このような状況を踏まえる

と、障害のある人についても、最終段階の過ごし
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方、療養の場、最期を迎える場所を、本人の希望

や価値観に基づいて選択できるよう支援すること

は、重要な人権保障の課題である。 

しかし、現在高齢期にある知的障害者や発達障

害者の多くは、成育歴の中で意思形成や意思表明

を十分に支えられてこなかった可能性がある。特

に、2004 年の発達障害者支援法の制定以前に成

長した世代では、本人の思いや希望を丁寧に引き

出し、表明を支える機会が限られていたと考えら

れる。その結果、人生の最終段階においても本人

が十分な選択肢を持てず、病院等で亡くなる実態

がみられる。さらに、本人が「帰りたい」と意思

を表出していても、事業所における 24 時間対応

可能な医師・看護師の確保、個室等の環境整備、

看取り経験の乏しさによる職員の不安などが障壁

となり、本人の意思よりも病院での最期が選ばれ

やすい状況があった（国立のぞみの園，2025）

²）。すなわち、本人の意思が存在していても、

それを実現する支援体制と環境が不足しているこ

とが課題である。 

人生の最終段階における意思決定は、その時点

だけで完結するものではなく、それまでの生活の

連続性の中で捉える必要がある。そのため、本人

の過去記録を踏まえ、ACP を含む意思決定支援

を行うことが重要である。一方で、過去記録は量

が膨大で、手書き資料も多い。必要な情報の整

理・抽出には多くの時間と労力を要し、実践上の

大きな障壁となっている。 

上記の背景を踏まえ、本研究は、知的障害者及

び発達障害者の人生の最終段階における意思決定

支援及び ACP に向けて、情報通信技術

（Information and Communication 

Technology：以下、ICT）及び人工知能

（Artificial Intelligence：以下、AI）を活用し

た過去記録の整理・抽出方法を支援者に提示し、

その有用性、実現可能性及び課題について意見を

聴取することにより、支援現場での活用可能性を

検討することを目的とした。 

 

B．研究方法 

1．ICT 及び AI の活用による支援対象者の 
   過去記録の整理・抽出 

対象資料は、自宅、障害児入所施設、障害者支

援施設、共同生活援助での生活歴を持ち、重度知

的障害と自閉症スペクトラム症を併せ持つ 60 代

A 氏（1 名）について、入手可能であった生活

歴、支援記録、ケースカンファレンス資料、医療

に関する記録等とした。 

対象となる資料の形態は、アナログ記録（手書

き、ノーカーボン紙等）及びデジタル記録であっ

た。本分担研究は令和 7（2025）年度から令和

8（2026）年度にかけて実施する予定であり、

本報告では、令和 7（2025）年度に試行的にデ

ジタル化及び整理・抽出を行ったケースカンファ

レンス資料を中心に報告する。 

使用機器・ツールは、iPad、PDF スキャナ

ー、ChatGPT、ICF Coder とした。 

本分担研究は、以下の手順で実施した。 

１）収集した資料のうち、個人を特定し得る情報

部分に付箋を貼り、画像での読み込みができ

ない状態にした。 

２）PDF スキャナー及び iPad による写真画像を

用いて、資料をデジタル化した。 

３）ChatGPT を用いて記録内容を整理した。 

４）複数の記録を統合し、ライフマップ作成用の

プロンプトを作成した。 

５）対象者の生活歴や支援経過を概観できる資料

を生成した。 

６）ICF Coder³）を試用し、情報を整理した。 

７）これまでの生活の中で示されてきた意思、選

好、安心できる環境や関係性、苦痛や拒否の

表現等を抽出した。 
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なお、ICF Coder は、2025 年 3 月に尾崎氏

により開発されたアプリである。本人に関する情

報を ICF の構造、すなわち「健康状態」「心身

機能・身体構造」「活動」「参加」「環境因子」

「個人因子」の観点から整理し、本人の強みや、

活動・参加に関わる環境要因等を客観的に把握す

ることを目的としている。 

 

２）意思決定支援及び ACP の基礎資料作成に向

けた活用可能性の検討 

ICT 及び AI を活用して作成した資料及び整

理・抽出の方法について、知的障害者及び発達障

害者の支援に携わる支援者 5 名、生活支援員、

相談支援専門員を対象に説明を行った。説明にあ

たっては、ICT 機器の画面等を示しながら、過

去記録のデジタル化、ChatGPT による記録内容

の整理、生活歴や支援経過を概観できる資料の作

成、ICF Coder による情報整理、及び本人の意

思、選好、安心できる環境や関係性、苦痛や拒否

の表現等の抽出方法について提示した。 

その上で、支援者に対し、ICT 及び AI を活用

した過去記録の整理・抽出方法について、意思決

定支援及び ACP の基礎資料作成における有用

性、支援現場での実現可能性、活用にあたっての

課題や留意点について意見を求めた。得られた意

見は、分担研究者が内容の類似性に基づき整理

し、カテゴリー化した。 

本研究は、国立のぞみの園倫理審査委員会の承

認を得て実施した（承認番号 07-08-05）。個

人情報の取り扱いについては、以下の手続きを行

った。 

１）本人と家族への説明 

 対象者及び保護者に対し、研究の目的、方

法、参加の任意性、個人情報の保護につい

て、口頭及び文書により説明し、書面による

同意を得た。 

 本人による署名が困難な場合には、保護者に

よる署名同意を得た。 

 生成 AI の活用方法及び情報管理上の配慮に

ついて、対象者及び保護者に説明し、同意を

得た。 

２）生成 AI（ChatGPT）の利用 

 氏名、生年月日、画像等、個人を特定し得る

情報は入力しないよう配慮した。 

 入力情報が AI の学習に利用されない設定を

適用した。 

３）情報管理 

 研究で得られた情報は、国立重度知的障害者

総合施設のぞみの園研究部の施錠可能な収納

で管理し、本研究の目的以外には使用しなか

った。 

４）支援者への説明 

 支援者に対し、研究の目的、方法、個人情報

の保護について口頭で説明し、同意を得た。 

 

C．研究結果 

1．ICT 及び AI を活用した過去記録の整理・

抽出方法の試行 

A 氏の過去のケースカンファレンス資料は、約

290 枚であった。資料には個人情報が含まれて

いたため、個人を特定し得る情報が記載された部

分を紙で覆った上で、PDF スキャナー及び iPad

を用いてデジタル化した。匿名化処理及びデジタ

ル化に要した時間は、約 4 時間であった。一方

で、手書き資料の中には文字の判読が困難であ

り、十分にデジタル化できないものもあった。 

デジタル化した資料について、ChatGPT を用

いて複数の記録内容を統合し、生活歴、支援経

過、年表、嗜好等を整理するためのプロンプトを

作成し、情報の整理・抽出を行った。その結果、

生活の転機、活動への参加状況、本人の関心や嗜

好、環境への反応等を時系列に整理した年表を作
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成することができた。表 1 は、作成した年表の

一部である。 

また、ICF Coder を試用し、A 氏に関する情

報を ICF の枠組みに基づいて整理した。ICF 

Coder では、活動・参加に関する情報として、

施設内での役割、活動への参加状況、余暇活動へ

の関心等が整理された。また、環境因子に関する

情報として、本人が安心しやすい環境、支援者と

の関係性、活動を促進または阻害する要因等を整

理することができた。表 2 は、整理した情報の

一部である。  

分担研究者は Chat GPT の使用経験が限られ

ていたこともあり、プロンプトの内容によって整

理・抽出される情報に違いがみられた。そのた

め、AI から提示される助言等を参考にしなが

ら、プロンプトを修正し、必要な情報の抽出を行

った。情報をデジタル化後、情報を整理・抽出す

るまでの時間は約 1 時間程度であった。 

以上より、本試行においては、A 氏 1 名のケ

ースカンファレンス資料約 290 枚について、匿

名化処理、デジタル化、ICT 及び AI を用いた整

理・抽出を行うまでに、合計で約 5 時間を要し

た。 

  

２）意思決定支援及び ACP の基礎資料作成に向

けた ICT 及び AI 活用に対する支援者の意

見の確認 

ICT 及び AI を活用して作成した A 氏の生活

歴、支援経過、活動・参加状況、嗜好、環境因子

等に関する整理結果を支援者 5 名に提示し、ICT

及び AI 活用に対する意見を求めた。その結果、

以下の意見が得られた。 

 デジタル化により、支援対象者の長期間の記

録を把握することの負担感が減る。 

 ライフマップや年表の作成が短時間でできる

が、修正が必要な文言がある。 

 AI に相談しながら、支援計画を考えると、

いろいろな支援のアイデアが生まれてくる。 

 手書きも解読してくれるとありがたい 

 分析結果が記録されている内容に左右される

ので、活用できる対象者と、できない対象者

がいる 

 AI の活用については、個人情報や情報のリ

テラシーの部分で不安がある 

 行動、反応、好む活動、落ち着ける環境、不

安や拒否の場面は、本人の選好や価値観を推

定する際の手がかりとなった 

 ICT 及び AI による整理・抽出結果を見て、

記録の視点の不統一、本人の思いや意味づけ

の記載不足に気づけた。 

 ACP での活用を前提として日々の記録を残

すと、もっと本人の思いや好み等を深く理解

できるように思った。 

 得られた意見を内容の類似性に基づき整理し

たところ、ICT 及び AI の活用に関する支援者

の意見は、「記録整理及び事務作業の効率化へ

の期待」「本人理解、支援計画及び ACP への

活用可能性」「記録内容に依存する整理・抽出

結果の精度及び記録の質の課題」「Chat GPT

導入に伴う技術的・倫理的課題」の４つに大別

された（表３）。 

  

D．考察 

本研究では、ICT 及び AI を活用して過去記

録を整理・抽出し、その結果を支援者に提示し

て意見を聴取した。その結果、ICT 及び AI の

活用により、長期間にわたる記録をこれまでよ

りも短時間で概観し、年表やライフマップ、所

定様式に沿った資料を作成できる可能性が示さ

れた。過去記録の整理には多くの時間と労力を

要するが、ICT 及び AI を用いることで、支援

者の記録整理や事務作業の負担軽減につながる

可能性があると考えられた。また、所定の様式

に合わせた情報抽出や Chat GPT との対話に

よる支援計画の検討が可能であるとの意見もあ
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り、支援現場での一定の実現可能性が示唆され

た。 

一方で、Chat GPT による整理・抽出の結果

は、入力される記録の内容や質に左右される。

記録量が少ない場合や、本人の思い、行動の背

景、意味づけが十分に記載されていない場合に

は、Chat GPT による出力結果にも限界が生じ

る。そのため、Chat GPT の結果をそのまま用

いるのではなく、支援者が内容を確認し、本人

の現在の状況や関係者の情報と照合しながら活

用する必要がある。また、Chat GPT の活用

は、日々の記録において、本人の選好、安心で

きる環境、拒否や苦痛の表現、支援者との関係

性等を意識して記録することの重要性を再確認

する機会にもなった。 

さらに、ICT 及び AI の導入には、手書き記

録の判読、個人情報の取り扱い、情報リテラシ

ーといった課題がある。ここでいうリテラシー

とは、ICT 及び AI を操作できることに加え、

個人情報を適切に取り扱うこと、Chat GPT の

出力結果を批判的に確認すること、入力する情

報の範囲や出力結果の活用方法を判断すること

を含む。支援現場で活用するためには、個人情

報保護に関する手順、入力情報の範囲、出力結

果の確認方法、記録様式の標準化等について、

実践可能な運用ルールを整備する必要があると

考えられた。 

 

E．結論 

本研究では、ICT 及び AI を活用することが、

知的障害者及び発達障害者の過去記録を整理・抽

出し、意思決定支援及び ACP に資する基礎資料

を作成する際の負担軽減につながる可能性が示唆

された。 

一方で、Chat GPT による整理・抽出結果は

記録内容や記録の質に左右されるため、支援者に

よる事後の確認・修正が不可欠である。今回の検

証・検討は、限定的なものであるため、今後は、

対象者や記録の種類を広げ、実践現場での活用可

能性と運用上の課題について、さらに検討を進め

る必要がある。 
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3）尾崎尚人：自然言語処理による自動 ICF コーディ

ングシステムの構築，科学研究費助成事業研究成果

報告書（2025），

https://kaken.nii.ac.jp/file/KAKENHI-

PROJECT-20K19460/20K19460seika.pdf

（2026 年 3 月 27 日閲覧） 

 

F．研究発表 

第 33 回日本介護福祉学会大会 

村岡美幸「ICF を活用した本人視点での個別支援

計画の作成に関する研究―共同生活援助事業所で

生活する知的・発達障害者 A 氏を対象に―」 
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G．知的財産権の出願・登録状況 

なし 
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表 1 過去記録のデジタル化と AI による年表作成 

過去の記録をデジタル化し、AI（ChatGPT）に読み込ませて作成した Excel 年表の例である。 
時期 年代・日付 出来事 補足 
乳幼児期 乳幼児期 けいれん様発作が続いたとの家族申告 約 20 日間、1 日 4～5 回。数回は一時的

な意識消失あり 
少年期 少年期 家族で、アパートの 2 階に居住 生活環境に制約があった 
少年期 9 歳頃 交通事故で転倒し、近隣病院に入院 約 4 日入院 
少年期 9 歳頃 2 階から転落し、右足を捻挫 加療後は異常なし 
児童期 1971 年頃 児童入所施設に 10 歳で入所 集団生活の開始 
児童期 1971 年頃 脳波で左中心部に sharp wave の記録 当時は臨床症状なし 
児童期～青年期 入所中 集団での散歩などでは一体的な行動が可能 一方で、他児から干渉されることを好ま

ない面もあった 
児童期～青年期 入所中 相撲大会に出場 優勝の記録はなし 
児童期～青年期 入所中 夕食後に絵日記を継続 書字・表現活動への関心が高い 
児童期～青年期 入所中 同じ寮の友人や職員の名前を多く書けた ノートだけでなく地面に棒で書くことも

あった 
児童期～青年期 入所中 洗濯物たたみを役割として担当 日常生活上の役割遂行あり 
児童期～青年期 入所中 夜間の野球観戦に外出 売り子に強い関心を示した 
児童期～青年期 入所中 スキー場外出で初回から滑走できた 以後も参加希望あり 
児童期～青年期 入所中 マラソン大会 B コースで 4 回連続 1 位 4 回目の記録は 12 分 00 秒 
児童期～青年期 入所中 児童入所施設内の農産科で活動 畑仕事、動物の世話などに従事 
児童期～青年期 入所中 農作業を一人で遂行 トラクター運転、間引き、芽かき等 
児童期～青年期 入所中 朝の新聞配りを担当 施設職員宿舎への配達 
児童期～青年期 8 月 6 日（年不詳） 山への外出 年は不詳 
児童期～青年期 入所中 乗り物系の体感型ビデオを好む 特に鉄道の運転室映像など 
児童期～青年期 入所中 水痘に罹患 既往歴 
児童期～青年期 入所中 食品工場見学後、気に入った食品を家族へ送付 嗜好が明確 
児童期～青年期 入所中 輪投げが入らずいらだつ場面あり 不成功時の情動反応 
児童期～青年期 入所中 動物の世話を開始時間前に始めることがある 主体性が強い一方、待機は課題 
1991 年度頃 平成 3 年度 施設生活に合わせた行動が増える 職員とのやりとりも進展 
1992 年度前半 平成 4 年 4～7 月頃 挨拶を目標に支援が行われる こだわりの緩和にも取り組む 
1992 年度後半 平成 4 年 8～12 月頃 危険物置場や空き缶へのこだわりがみられる 安全面の配慮が必要 
1992 年度後半 平成 4 年 8～12 月頃 生水の飲み過ぎで体調に影響することがある 健康管理上の課題 
1992 年度 平成 4 年度 職員へ自分から話しかけるなど対人面が前進 掃除等の役割も継続 
1993 年度前半 平成 5 年 1～3 月頃 挨拶しようとする意識がみられる 必要性の理解は十分でない面もあった 
1993 年度前半 平成 5 年 4～7 月頃 寮職員とのコンタクトを深める目標が立てられる 状況に応じた挨拶の練習 
1993 年度後半 平成 5 年 8～12 月頃 障害者入所施設への移行が決定 生活の大きな転機 
1993 年度後半 平成 5 年 8～12 月頃 新聞配達中に危険物置場のゴミ袋を開けた記録 こだわり・安全配慮の課題 
1994 年 3 月頃 平成 5 年度末 朝の『おはよう』が習慣化に向かう 作業・飼育で中心的役割を担う 
1994 年 4 月頃 平成 6 年 4 月 15 日 起床 6 時、就寝 22 時頃の生活リズムが確認される 起床後に新聞配達、本や辞書を見る習慣

あり 
1994 年 6 月頃 1994 年 6 月頃 評価資料が作成される 身長 169.3cm、体重 60.0kg、胸囲

82.0cm 
1994 年 6 月頃 1994 年 6 月頃 会話は可能だが、発音不明瞭・早口・ひとりごと・吃音傾

向あり 
文字やメモによる伝達は有効 

1994 年 6 月頃 1994 年 6 月頃 電話は自分でかけられるか不明 書字でのやりとりは可能 
1994 年 6 月頃 1994 年 6 月頃 着衣は自立、汚れを嫌い自発的に着替える 履物も自分で扱える 
1994 年 6 月頃 1994 年 6 月頃 都市部の公営住宅で生活 室内は複数の小部屋構成 
1994 年 6 月頃 1994 年 6 月頃 文字・数字、列車の本、音楽番組、カラオケへの関心が確

認される 
嗜好の一貫性あり 

1994 年 6 月頃 1994 年 6 月頃 家族背景上、詳細不明な部分が多い 両親死亡後はきょうだいの陳述が主情報
源 

1994 年 9 月頃 1994 年 9 月頃 家族宅へ短期帰省 買物や整髪などを行い、大きな問題なく
経過 

1994 年 10 月 1994 年 10 月 せっかちさやこだわりがやや減少したと評価される 行動面の変化 
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表 2 ICF Coder による情報の整理 

本資料は、ICF Coder で整理した情報の一部である。ICF イラストライブラリー（ICF の項目を絵でわかりやすく学べ

る資料）と併用することで、職員が認識できていない情報に気づくための資料として活用できる。 

参加に関する整理例 

 

環境因子に関する整理例 
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表３ 利用者の過去情報の整理・抽出のための ICT 及び AI 活用に関する支援者からの意見 

Chat GPT
Chat GPT

Chat GPT
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* 必須

* このフォームでは名前の記録を行います、名前を入力してください。

【 看取り導入マニュアル 】に関するアンケート

　国立のぞみの園では、厚生労働科学研究費補助事業によりR7、8年の２か年の計画で、「障害者支援施設や共同生活援助事業
所等における高齢障害者への看取りマニュアルの実装に向けた研究」を行っております。本アンケートは、今後のより良い看取り導入マニュ
アル作成・改善および内容の充実を図るため、実施させていただくこととなりました。お忙しいところ恐縮ではございますが、看取り導入マニュ
アルについて、以下のアンケートにご協力いただけますと幸いです。

調査対象者：各地の既に看取り支援を実施している施設（入所支援施設、共同生活事業所など）と今後看取り支援の実
施を予定している施設合計９か所
アンケート実施期間：送信後　～　令和８年１月９日
アンケートでご回答いただいた情報は、統計的な処理を行い、個人および所属先を特定できない形でデータの処理・保存、成果の
公表を行います。
回答送信後、回答内容の編集はできませんので、ご了承ください。

回答者について

施設名 * 1.

回答を入力してください

ご職業（職種）を教えてください。 * 2.

回答を入力してください

現在の役職を教えてください。 * 3.

回答を入力してください
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マニュアル全体について

理解した

やや理解した

理解できなかった

どの程度理解できましたか？

「看取り導入マニュアル」全体について * 4.

その理由を具体的に教えてください。　例）〇ページの〇〇の部分の表現(図)が難しい

上記で「理解できなかった」と回答された方 * 5.

回答を入力してください

その部分を、どのように改善するとより分かりやすく・使いやすくなると思いますか。参考までに教えていただけ
ると幸いです。 * 

6.

回答を入力してください

実践した

一部実践した

実践できなかった

実践しましたか

全体について * 7.

実践内容を教えてください。

【実践した】・・　【一部実践した】を選んだ方 * 8.

回答を入力してください

できなかった理由を教えてください。

【実践できなかった】を選んだ方 * 9.

回答を入力してください
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理解した

やや理解した

理解できなかった

どの程度理解できましたか？

意思形成について * 10.

その理由を具体的に教えてください。　例）〇ページの〇〇の部分の表現(図)が難しい

【 理解できなかった 】を選んだ方 * 11.

回答を入力してください

その部分を、どのように改善するとより分かりやすく・使いやすくなると思いますか。参考までに教えていただけ
ると幸いです。 * 

12.

回答を入力してください

実践した

一部実践した

実践できなかった

実践しましたか？

意思形成について * 13.

どのような状態にある方に実践しましたか。　①年齢　②コミュニケーション方法　③区分

【実践した】・・　【一部実践した】を選んだ方 * 14.

回答を入力してください

※特に本人の様子について

実践内容を教えてください。　 * 15.

回答を入力してください

できなかった理由を教えてください。

【実践できなかった】を選んだ方 * 16.

回答を入力してください
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理解した

やや理解した

理解できなかった

どの程度理解できましたか？

意思表出方法について * 17.

その理由を具体的に教えてください。　例）〇ページの〇〇の部分の表現(図)が難しい

上記で「理解できなかった」と回答された方 * 18.

回答を入力してください

その部分を、どのように改善するとより分かりやすく・使いやすくなると思いますか。参考までに教えていただけ
ると幸いです。 * 

19.

回答を入力してください

実践した

一部実践した

実践できなかった

実践しましたか？

意思表出方法について * 20.

どのような状態にある方に実践しましたか。　①年齢　②コミュニケーション方法　③区分

【実践した】・・　【一部実践した】を選んだ方 * 21.

回答を入力してください

※何を・誰と・どのように

実践内容を教えてください。　 * 22.

回答を入力してください

できなかった理由を教えてください。

【実践できなかった】を選んだ方 * 23.

回答を入力してください
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理解した

やや理解した

理解できなかった

どの程度理解できましたか？

ヒアリングシートの活用について * 24.

その理由を具体的に教えてください。　例）〇ページの〇〇の部分の表現(図)が難しい

上記で「理解できなかった」と回答された方 * 25.

回答を入力してください

その部分を、どのように改善するとより分かりやすく・使いやすくなると思いますか。参考までに教えていただけ
ると幸いです。 * 

26.

回答を入力してください

実践した

一部実践した

実践できなかった

実践しましたか？

ヒアリングシートの活用について * 27.

使用感について教えてください。

【実践した】・・　【一部実践した】を選んだ方 * 28.

回答を入力してください

できなかった理由を教えてください。

【実践できなかった】を選んだ方 * 29.

回答を入力してください
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職員の負担について

どのように伝えましたか。   例）どんな時に ・ どんな内容で ・ 何回くらい

事業所の長が看取りの責任の所在を現場に解り易く伝えたか。 * 30.

回答を入力してください

職員間で「看取りする・していく」ということに対しての認識が、共有・合意されていますか。 * 31.

回答を入力してください

どのように共有・合意しましたか。 * 32.

回答を入力してください
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緩和ケア( 障害特性に合った )

理解した

やや理解した

理解できなかった

どの程度理解できましたか？

緩和ケアの実践に関すること * 33.

その理由を具体的に教えてください。　例）〇ページの〇〇の部分の表現(図)が難しい

上記で「理解できなかった」と回答された方 * 34.

回答を入力してください

その部分を、どのように改善するとより分かりやすく・使いやすくなると思いますか。参考までに教えていただけ
ると幸いです。 * 

35.

回答を入力してください

実践した

計画検討中

実践できなかった

実践しましたか？

緩和ケアの実践に関すること * 36.

できなかった理由を教えてください。

【実践できなかった】を選んだ方 * 37.

回答を入力してください
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緩和ケアを【実践した】を選んだ方
具体的に教えてください。

ケアの項目と回数にチェックをしてください。　※トータルの回数を教えてください。

【実践した】緩和ケア * 38.

1回 2回 3回 4回 5回以上 10回以上 20回以上

どんな状態にある方に実践しましたか。

実践した代表例について教えてください。 * 39.

回答を入力してください

どんなケアを実践しましたか。

 * 40.

回答を入力してください

結果どのような反応がありましたか。　例）・笑顔になった　・落ち着いた　・嫌そうだった

 * 41.

回答を入力してください

声かけ

寄り添い

タッチング

あんぽう

口腔ケア

清拭

ステートメント 7

手浴

足浴

洗髪

アロマを利用した
リラックス
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緩和ケアを【計画検討中】を選んだ方
検討中の計画を具体的に教えてください。

計画対象は、どのような状態にある利用者ですか。 * 42.

回答を入力してください

どのような緩和ケアを計画していますか。 * 43.

回答を入力してください

そのケアに依って、どのような効果(反応)が期待されると考えますか。 * 44.

回答を入力してください
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グリーフケア（他の利用者、職員、家族）

理解できた

やや理解できた

理解できなかった

どの程度理解できましたか？

グリーフケアに関すること * 45.

その理由を具体的に教えてください。　例）〇ページの〇〇の部分の表現(図)が難しい

上記で「理解できなかった」と回答された方 * 46.

回答を入力してください

その部分を、どのように改善するとより分かりやすく・使いやすくなると思いますか。参考までに教えていただけ
ると幸いです。 * 

47.

回答を入力してください

実現した

一部実現した

実現できなかった

実現しましたか？

グリーフケアに関すること * 48.

①結果　( 誰がどのように )　②予防策を教えてください　③メンタルケアが必要な職員が発生した時の対応を教えてください

【実現した】・・　【一部実現した】を選んだ方 * 49.

回答を入力してください

できなかった理由を教えてください。

【実現できなかった】を選んだ方 * 50.

回答を入力してください
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多職種連携（特に地域医療や施設の看護師、栄養士など）

理解できた

やや理解できた

理解できなかった

どの程度理解できましたか？

多職種連携に関すること * 51.

その理由を具体的に教えてください。　例）〇ページの〇〇の部分の表現(図)が難しい

上記で「理解できなかった」と回答された方 * 52.

回答を入力してください

その部分を、どのように改善するとより分かりやすく・使いやすくなると思いますか。参考までに教えていただけ
ると幸いです。 * 

53.

回答を入力してください

実現した

一部実現した

実現できなかった

実現しましたか。

多職種連携に関すること * 54.

実践内容を教えてください。

【実現した】・・　【一部実現した】を選んだ方 * 55.

回答を入力してください

できなかった理由を教えてください。

【実現できなかった】を選んだ方 * 56.

回答を入力してください
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このコンテンツは Microsoft によって作成または承認されたものではありません。送信したデータはフォームの所有者に送信されます。

Microsoft Forms

看取り導入マニュアルについて

分かりやすかった章を教えてください。 * 57.

1章 なぜ、看取りが必
要なのか

２章 看取り支援の体
制構築

３章 実施体制整備の
ポイント

４章 死に向かう過程
とその関わりを知る

５章 亡くなった後の対
応

加えて欲しい内容、図表などがありましたらご記入ください。 * 58.

回答を入力してください

その他ご意見がございましたらご記入ください。59.

回答を入力してください

１番分かりやすか
った章

２番目に分かりや
すかった章

３番目に分かりや
すかった章
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令和 ８ 年 4 月 25 日 
厚生労働大臣 殿                                        

                                                                                              
                   
                              機関名 国立のぞみの園 

 
                      所属研究機関長 職 名 理事長 
                                                                                         
                              氏 名 田中 正博           
 

   次の職員の令和７年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理につい

ては以下のとおりです。 

１．研究事業名 令和７年度厚生労働科学研究費補助金（障害者政策総合研究事業）                                  

２．研究課題名 障害者支援施設や共同生活援助事業所等における高齢障害者への看取りマニュアルの実装 

に向けた研究                                       

３．研究者名  （所属部署・職名） 研究・人材養成部・参事                                 

    （氏名・フリガナ） 根本 昌彦 （ネモト マサヒコ）                             

４．倫理審査の状況 

  
該当性の有無  

有  無 

左記で該当がある場合のみ記入（※1） 

審査済み   審査した機関 未審査（※2） 

人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理

指針（※3） 
 ☑   □ ☑ 国立のぞみの園 □ 

遺伝子治療等臨床研究に関する指針  □   ☑ □  □ 

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験

等の実施に関する基本指針 
 □   ☑ □  □ 

その他、該当する倫理指針があれば記入すること 

（指針の名称：                   ） 
 □   ☑ □  □ 

（※1）当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェッ
クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。 

その他（特記事項） 
                                                 
（※2）未審査に場合は、その理由を記載すること。 
（※3）廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」、「臨床研究に関する倫理指針」、「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」、「人を対
象とする医学系研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。 

５．厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について 
研究倫理教育の受講状況 受講 ☑   未受講 □ 

６．利益相反の管理 

当研究機関におけるＣＯＩの管理に関する規定の策定 有 ☑ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究機関におけるＣＯＩ委員会設置の有無 有 ☑ 無 □（無の場合は委託先機関：                 ） 

当研究に係るＣＯＩについての報告・審査の有無 有 ☑ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究に係るＣＯＩについての指導・管理の有無 有 □ 無 ☑（有の場合はその内容：                 ） 

（留意事項） ・該当する□にチェックを入れること。 
                   ・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。 



令和 ８ 年 4  月 25 日 
厚生労働大臣 殿                                        

                                                                                              
                   
                              機関名 国立のぞみの園 

 
                      所属研究機関長 職 名 理事長 
                                                                                         
                              氏 名 田中 正博           
 

   次の職員の令和７年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理につい

ては以下のとおりです。 

１．研究事業名 令和７年度厚生労働科学研究費補助金（障害者政策総合研究事業）                                  

２．研究課題名 障害者支援施設や共同生活援助事業所等における高齢障害者への看取りマニュアルの実装 

に向けた研究                                   

３．研究者名  （所属部署・職名） 研究・人材養成部・部長                                 

    （氏名・フリガナ） 日詰 正文 （ヒヅメ マサフミ）                             

４．倫理審査の状況 

  
該当性の有無  

有  無 

左記で該当がある場合のみ記入（※1） 

審査済み   審査した機関 未審査（※2） 

人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理

指針（※3） 
 ☑   □ ☑ 国立のぞみの園 □ 

遺伝子治療等臨床研究に関する指針  □   ☑ □  □ 

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験

等の実施に関する基本指針 
 □   ☑ □  □ 

その他、該当する倫理指針があれば記入すること 

（指針の名称：                   ） 
 □   ☑ □  □ 

（※1）当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェッ
クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。 

その他（特記事項） 
                                                 
（※2）未審査に場合は、その理由を記載すること。 
（※3）廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」、「臨床研究に関する倫理指針」、「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」、「人を対
象とする医学系研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。 

５．厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について 
研究倫理教育の受講状況 受講 ☑   未受講 □ 

６．利益相反の管理 

当研究機関におけるＣＯＩの管理に関する規定の策定 有 ☑ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究機関におけるＣＯＩ委員会設置の有無 有 ☑ 無 □（無の場合は委託先機関：                 ） 

当研究に係るＣＯＩについての報告・審査の有無 有 ☑ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究に係るＣＯＩについての指導・管理の有無 有 □ 無 ☑（有の場合はその内容：                 ） 

（留意事項） ・該当する□にチェックを入れること。 
                   ・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。 



令和 ８ 年 4  月 25 日 
厚生労働大臣 殿                                                     

                                                                         
                               機関名 日本社会事業大学 
 
                      所属研究機関長 職 名 学長                         
                                                                
                              氏 名 横山 彰           
 

   次の職員の令和７年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理につい

ては以下のとおりです。 
１． 研究事業名 令和７年度厚生労働科学研究費補助金（障害者政策総合研究事業）                                  

２．研究課題名 障害者支援施設や共同生活援助事業所等における高齢障害者への看取りマニュアルの実装 

に向けた研究                                       

３．研究者名  （所属部署・職名） 専門職大学院 福祉マネジメント研究科・教授                                 

    （氏名・フリガナ） 鶴岡 浩樹（ツルオカ コウキ）                             

４．倫理審査の状況 

  
該当性の有無  

有  無 

左記で該当がある場合のみ記入（※1） 

審査済み   審査した機関 未審査（※2） 

人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理

指針（※3） 
 ☑   □ □  ☑ 

遺伝子治療等臨床研究に関する指針  □   ☑ □  □ 

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験

等の実施に関する基本指針 
 □   ☑ □  □ 

その他、該当する倫理指針があれば記入すること 

（指針の名称：                   ） 
 □   ☑ □  □ 

（※1）当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェッ
クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。 

その他（特記事項） 
すでに学術的な価値が定まり、研究用として広く利用され、かつ、一般に入手可能な試料・情報を使用した
ため、付議を要しない                                          
（※2）未審査に場合は、その理由を記載すること。 
（※3）廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」、「臨床研究に関する倫理指針」、「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」、「人を対

象とする医学系研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。 

５．厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について 
研究倫理教育の受講状況 受講 ☑   未受講 □ 

６．利益相反の管理 

当研究機関におけるＣＯＩの管理に関する規定の策定 有 ☑ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究機関におけるＣＯＩ委員会設置の有無 有 ☑ 無 □（無の場合は委託先機関：                 ） 

当研究に係るＣＯＩについての報告・審査の有無 有 ☑ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究に係るＣＯＩについての指導・管理の有無 有 □ 無 ☑（有の場合はその内容：                 ） 

（留意事項） ・該当する□にチェックを入れること。 
                   ・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。 



令和 ８ 年 4 月 25 日 
 
厚生労働大臣 殿                                       

                                                                           
                              機関名 東洋大学 

 
                      所属研究機関長 職 名 学 長 
                                                                                         
                              氏 名 矢口 悦子   
 

    次の職員の令和７年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理につ

いては以下のとおりです。 

１．研究事業名 令和７年度厚生労働科学研究費補助金（障害者政策総合研究事業）                                  

 ２．研究課題名 障害者支援施設や共同生活援助事業所等における高齢障害者への看取りマニュアルの実装 

に向けた研究                                       
３．研究者名  （所属部署・職名） 東洋大学福祉社会開発研究センター・客員研究員／社会福祉法人本庄

ひまわり福祉会・総合施設長                                

    （氏名・フリガナ） 本名 靖  （ ホンナ  ヤスシ）                            

４．倫理審査の状況 

  
該当性の有無  

有  無 

左記で該当がある場合のみ記入（※1） 

審査済み   審査した機関 未審査（※2） 

人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理

指針（※3） 
 ☑   □ ☑ 国立のぞみの園 □ 

遺伝子治療等臨床研究に関する指針  □   ☑ □  □ 

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験

等の実施に関する基本指針 
 □   ☑ □  □ 

その他、該当する倫理指針があれば記入すること 

（指針の名称：                   ） 
 □   ☑ □  □ 

（※1）当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェッ
クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。 

その他（特記事項） 
                                                 
（※2）未審査に場合は、その理由を記載すること。 
（※3）廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」、「臨床研究に関する倫理指針」、「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」、「人を対

象とする医学系研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。 

５．厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について 
研究倫理教育の受講状況 受講 ☑   未受講 □ 

６．利益相反の管理 

当研究機関におけるＣＯＩの管理に関する規定の策定 有 ☑ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究機関におけるＣＯＩ委員会設置の有無 有 ☑ 無 □（無の場合は委託先機関：         ） 

当研究に係るＣＯＩについての報告・審査の有無 有 ☑ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究に係るＣＯＩについての指導・管理の有無 有 □ 無 ☑（有の場合はその内容：                 ） 

（留意事項） ・該当する□にチェックを入れること。 
                   ・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。 



令和 8 年  4月  29日 
厚生労働大臣 殿                                        

                                                                                             
                   
                               機関名 東京福祉大学 
 
                      所属研究機関長 職 名 学長                         
                                                                
                              氏 名 坂井 二郎           
 

   次の職員の令和７年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理につい

ては以下のとおりです。 
１． 研究事業名 令和７年度厚生労働科学研究費補助金（障害者政策総合研究事業）                                  

２． 研究課題名 障害者支援施設や共同生活援助事業所等における高齢障害者への看取りマニュアルの実     

装に向けた研究                                       

３．研究者名  （所属部署・職名） 社会福祉学部・教授                                 

    （氏名・フリガナ） 庄司 妃佐 （ ショウジ ヒサ）                             

４．倫理審査の状況 

  
該当性の有無  

有  無 

左記で該当がある場合のみ記入（※1） 

審査済み   審査した機関 未審査（※2） 

人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理

指針（※3） 
 ☑   □ □  ☑ 

遺伝子治療等臨床研究に関する指針  □   ☑ □  □ 

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験

等の実施に関する基本指針 
 □   ☑ □  □ 

その他、該当する倫理指針があれば記入すること 

（指針の名称：                   ） 
 □   ☑ □  □ 

（※1）当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェッ
クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。 

（※2）未審査に場合は、その理由を記載すること。 

その他（特記事項） 
すでに学術的な価値が定まり、研究用として広く利用され、かつ、一般に入手可能な試料・情報を使用した
ため、付議を要しない。  

（※3）廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」、「臨床研究に関する倫理指針」、「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」、「人を対
象とする医学系研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。 

５．厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について 
研究倫理教育の受講状況 受講 ☑   未受講 □ 

６．利益相反の管理 

当研究機関におけるＣＯＩの管理に関する規定の策定 有 ☑ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究機関におけるＣＯＩ委員会設置の有無 有 ☑ 無 □（無の場合は委託先機関：                 ） 

当研究に係るＣＯＩについての報告・審査の有無 有 ☑ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究に係るＣＯＩについての指導・管理の有無 有 □ 無 ☑（有の場合はその内容：                 ） 

（留意事項） ・該当する□にチェックを入れること。 
                   ・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。 



令和 ８ 年 4  月 25 日 
厚生労働大臣 殿                                        

                                                                                              
                   
                              機関名 国立のぞみの園 

 
                      所属研究機関長 職 名 理事長 
                                                                                         
                              氏 名 田中 正博           
 

   次の職員の令和７年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理につい

ては以下のとおりです。 

１．研究事業名 令和７年度厚生労働科学研究費補助金（障害者政策総合研究事業）                                  

２．研究課題名 障害者支援施設や共同生活援助事業所等における高齢障害者への看取りマニュアルの実装 

に向けた研究                                   

３．研究者名  （所属部署・職名） 研究・人材養成部研究課・課長補佐                                

    （氏名・フリガナ） 村岡 美幸 （ムラオカ ミユキ）                             

４．倫理審査の状況 

  
該当性の有無  

有  無 

左記で該当がある場合のみ記入（※1） 

審査済み   審査した機関 未審査（※2） 

人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理

指針（※3） 
 ☑   □ ☑ 国立のぞみの園 □ 

遺伝子治療等臨床研究に関する指針  □   ☑ □  □ 

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験

等の実施に関する基本指針 
 □   ☑ □  □ 

その他、該当する倫理指針があれば記入すること 

（指針の名称：                   ） 
 □   ☑ □  □ 

（※1）当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェッ
クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。 

その他（特記事項） 
                                                 
（※2）未審査に場合は、その理由を記載すること。 
（※3）廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」、「臨床研究に関する倫理指針」、「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」、「人を対
象とする医学系研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。 

５．厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について 
研究倫理教育の受講状況 受講 ☑   未受講 □ 

６．利益相反の管理 

当研究機関におけるＣＯＩの管理に関する規定の策定 有 ☑ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究機関におけるＣＯＩ委員会設置の有無 有 ☑ 無 □（無の場合は委託先機関：                 ） 

当研究に係るＣＯＩについての報告・審査の有無 有 ☑ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究に係るＣＯＩについての指導・管理の有無 有 □ 無 ☑（有の場合はその内容：                 ） 

（留意事項） ・該当する□にチェックを入れること。 
                   ・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。 



令和 ８ 年 4  月 25 日 
厚生労働大臣 殿                                        

                                                                                              
                   
                              機関名 文京学院大学 

 
                      所属研究機関長 職 名 学長 
                                                                                         
                              氏 名 福井 勉         
 

   次の職員の令和７年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理につい

ては以下のとおりです。 

１．研究事業名 令和７年度厚生労働科学研究費補助金（障害者政策総合研究事業）                                  

２．研究課題名 障害者支援施設や共同生活援助事業所等における高齢障害者への看取りマニュアルの実装 

に向けた研究                                   

３．研究者名  （所属部署・職名） 人間学部・准教授                              

    （氏名・フリガナ） 出村 早苗 （デムラ サナエ）                             

４．倫理審査の状況 

  
該当性の有無  

有  無 

左記で該当がある場合のみ記入（※1） 

審査済み   審査した機関 未審査（※2） 

人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理

指針（※3） 
 ☑   □ ☑ 国立のぞみの園 □ 

遺伝子治療等臨床研究に関する指針  □   ☑ □  □ 

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験

等の実施に関する基本指針 
 □   ☑ □  □ 

その他、該当する倫理指針があれば記入すること 

（指針の名称：                   ） 
 □   ☑ □  □ 

（※1）当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェッ
クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。 

その他（特記事項） 
                                                 
（※2）未審査に場合は、その理由を記載すること。 
（※3）廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」、「臨床研究に関する倫理指針」、「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」、「人を対
象とする医学系研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。 

５．厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について 
研究倫理教育の受講状況 受講 ☑   未受講 □ 

６．利益相反の管理 

当研究機関におけるＣＯＩの管理に関する規定の策定 有 ☑ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究機関におけるＣＯＩ委員会設置の有無 有 ☑ 無 □（無の場合は委託先機関：                 ） 

当研究に係るＣＯＩについての報告・審査の有無 有 ☑ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究に係るＣＯＩについての指導・管理の有無 有 □ 無 ☑（有の場合はその内容：                 ） 

（留意事項） ・該当する□にチェックを入れること。 
                   ・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。 


